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計算書類の内容の違法と剰余金配当決議の有効性
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一　

は
じ
め
に

　

定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
承
認
（
会
社
法
四
三
八
条
二
項
）
ま
た
は
報
告
（
会
社
法
四
三
九
条
後
段
）
の
対
象
で
あ
る
計
算
書
類
の
内
容
に
、

重
要
な
違
法
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
な
さ
れ
る
剰
余
金
の
配
当
は
、
当
該
違
法
な
内
容
の
計
算
書
類
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
①
実
際
の
配
当
額
が
、
あ
る
べ
き
分
配
可
能
額
（
計
算
書
類
が
真
正
に
作
成
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
算
定
さ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
分
配
可
能
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
剰
余
金
の
配
当
は
分
配
可
能
額
規
制
（
会
社
法
四
六
一
条
一
項
八
号
）
違
反
と

評
価
さ
れ
よ（
1
）う。
一
方
、
②
実
際
の
配
当
額
が
、
あ
る
べ
き
分
配
可
能
額
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
分
配
可
能
額
規
制
違
反
は
な
い
。
し

か
し
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
存
在
す
る
こ
と
が
原
因
で
、
剰
余
金
の
配
当
に
係
る
株
主
総
会
の
判
断
が
歪
め
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
本
稿
は
、
前
記
②
の
場
合
（
配
当
額
が
分
配
可
能
額
を
超
え
な
い
場
合
）
で
あ
っ
て
、
配
当
決
議
の
前
提
と
さ
れ
た
直
近
の
計

算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
、
剰
余
金
配
当
決
議
の
有
効
性
を
検
討
す
る
。

　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
の
学
説
に
は
、
貸
借
対
照
表
ま
た
は
損
益
計
算
書
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

計
算
書
類
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
た
利
益
処
分
決
議
は
適
法
と
は
い
え
ず
、
株
主
に
は
具
体
的
利
益
配
当
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
解
す

る
も
の
が
あ
っ
た
（
後
述
の
倉
沢（
2
）説）。
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
の
判
例
・
裁
判
例
と
し
て
は
、
資
本
減
少
の
効
力
発
生
前
に
、
当
該

減
少
後
の
資
本
金
額
を
前
提
に
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
、
そ
の
貸
借
対
照
表
に
基
づ
き
損
失
処
分（
3
）案を

作
成
し
た
場
合
に
、
当
該
貸
借
対

照
表
お
よ
び
損
失
処
分
案
の
承
認
に
係
る
定
時
株
主
総
会
の
決
議
を
無
効
と
し
た
も
の
（
大
判
昭
和
四
年
七
月
八
日
民
集
八
巻
七
〇
七
頁
）
や
、

貸
借
対
照
表
の
内
容
の
違
法
が
、
配
当
決
議
の
無
効
を
導
く
と
の
理
解
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
（
大
阪
高
判
平
成
二
五
年
一
二
月
二
六
日

LEX/D
B

文
献
番
号25549186

、
三
洋
電
機
事
件
）
が
あ
る
。
会
社
法
下
の
裁
判
例
で
は
、
計
算
書
類
の
内
容
の
違
法
と
配
当
決
議
の
有
効

性
と
の
関
係
が
争
わ
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
分
配
可
能
額
規
制
違
反
の
配
当
が
さ
れ
た
場
合
の
会
社
に
対
す
る
塡
補
責
任
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（
会
社
法
四
六
二
条
一
項
）
の
成
否
が
争
わ
れ
る
。

　

会
社
法
下
の
学
説
に
は
、
ド
イ
ツ
法
の
分
析
に
基
づ
き
、
立
法
論
と
し
て
で
あ
る
が
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合

に
は
、
一
定
の
場
合
に
限
り
、
そ
の
後
の
剰
余
金
配
当
は
無
効
と
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
も
の
が
あ
る
（
後
述
の
久
保（
4
）説）。
後
述
の
と

お
り
、
ド
イ
ツ
株
式
法
は
、
年
度
決
算
書
（
わ
が
国
会
社
法
に
お
け
る
計
算
書
類
に
相
当
す
る
）
の
確
定
の
無
効
事
由
を
限
定
列
挙
し
て
お
り

（
二
五
六
条
一
〜
五
項
）、
こ
れ
ら
の
事
由
に
よ
り
年
度
決
算
書
確
定
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
配
当
決
議

も
無
効
に
な
る
旨
の
規
定
を
置
く
（
二
五
三
条
一
項
一
文
）。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
趣
旨
や
関
連
す
る
議
論
の
状
況
を
参
照
す
る

こ
と
で
、
本
稿
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
有
益
な
示
唆
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
会
社
法
に
お
い
て
、
計
算

書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
後
の
剰
余
金
の
配
当
決
議
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
の
状
況
や
学
説

を
参
照
し
な
が
ら
検
討
す
る
。
検
討
の
順
序
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
計
算
書
類
と
配
当
に
関
す
る
制
度
の
変
遷
を
確
認
す

る
（
二
）。
そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
学
説
（
三
）
お
よ
び
判
例
・
裁
判
例
（
四
）
の
状
況
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
法
の
状

況
（
五
）
お
よ
び
久
保
説
の
主
張
（
六
）
を
整
理
し
、
私
見
を
述
べ
る
（
七
）。

　

本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
ま
ず
は
株
主
総
会
決
議
に
よ
っ
て
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
を
念
頭
に
検
討
を
進
め（
5
）る。
中
間
配
当
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
款
の
定
め
（
会
社
法
四
五
四
条
五
項
）
や
、
剰
余
金
の
配
当
を
取
締
役
会
が
決
定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
（
四
五
九

条
一
項
）
に
基
づ
き
、
取
締
役
会
決
議
で
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
に
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
は
、
私
見
の
箇
所
で
述
べ
る
（
七

㈤
）。

二　

計
算
書
類
と
配
当
に
関
す
る
制
度
の
変
遷

　

こ
こ
で
は
、
計
算
書
類
と
剰
余
金
の
配
当
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
に
お
い
て
は
利
益
配
当
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
制
度
の
変
遷
に
着
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目
し
な
が
ら
確
認
す
る
。

　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
で
は
、
利
益
配
当
は
、
決
算
を
行
っ
て
算
出
さ
れ
た
利
益
の
処
分
方
法
の
一
つ
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
っ

た
（
利
益
処
分
に
関
す
る
事
項
に
は
、
利
益
配
当
の
ほ
か
、
役
員
賞
与
の
支
払
、
法
定
準
備
金
・
任
意
積
立
金
の
積
立
、
次
期
繰
越
が
含
ま
れ（
6
）る）。
同

法
下
で
は
、
利
益
の
処
分
ま
た
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
議
案
が
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
営
業
報
告
書
と
と
も
に
、
取
締
役
が

毎
決
算
期
に
作
成
し
、
定
時
株
主
総
会
が
承
認
す
べ
き
計
算
書
類
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
（
同
法
二
八
一
条
一
項
各
号
、
二
八
三

条
一（
7
）項）。
こ
の
よ
う
に
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
で
は
、
利
益
配
当
の
た
め
に
は
、
そ
の
都
度
決
算
手
続
を
要
し
た
。
こ
れ
に
対

す
る
例
外
と
し
て
は
、
営
業
年
度
を
一
年
と
す
る
会
社
に
、
一
営
業
年
度
に
つ
き
一
回
に
限
り
、
決
算
を
行
わ
ず
に
取
締
役
会
決
議
に
よ

り
株
主
に
金
銭
を
分
配
す
る
こ
と
（
中
間
配
当
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
（
同
法
二
九
三
条
ノ
五
）、
配
当
を
行
う
回
数

に
は
制
限
が
あ
っ
た
と
い
え（
8
）る。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
会
社
法
は
、
分
配
可
能
額
規
制
（
会
社
法
四
六
一
条
一
項
八
号
）
に
反
し
な
い
限
り
、
い
つ
で
も
何
度
で
も
、
株
主
総

会
（
定
時
株
主
総
会
に
限
ら
な
い
）
の
決
議
に
よ
っ
て
配
当
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し（
9
）た。

す
な
わ
ち
、
会
社
が
剰
余
金
の
配
当
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
、
剰
余
金
の
配
当
に
関
す
る
事
項
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
会
社
法
四
五
四
条
一
項
柱
書
、
四
項
柱
書
）。
会
社
法
が
配
当
の
回
数
制
限
を
設
け
な
い
理
由
と
し
て
は
、
配
当
の
回
数
を
制
限
す
る
合
理

的
理
由
が
な
い
こ
と
や
、
株
主
へ
の
会
社
財
産
の
払
戻
で
あ
る
点
に
お
い
て
利
益
配
当
と
共
通
す
る
、
自
己
株
式
の
有
償
取
得
（
平
成
一

七
年
改
正
前
商
法
二
一
〇
条
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
も
回
数
制
限
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
）
10
（

る
。

　

会
社
法
は
、
前
記
の
配
当
回
数
制
限
の
撤
廃
に
合
わ
せ
て
、
配
当
を
め
ぐ
る
概
念
整
理
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
会
社
法
は
、
決
算
手

続
と
と
も
に
な
さ
れ
る
か
否
か
を
区
別
せ
ず
、
お
よ
そ
会
社
法
四
五
三
条
以
下
の
手
続
に
よ
っ
て
会
社
財
産
を
株
主
に
払
い
戻
す
行
為
を
、

剰
余
金
の
配
当
と
呼
び
、
決
算
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
利
益
の
処
分
と
し
て
の
配
当
概
念
を
持
た
な
い
こ
と
と
し
）
11
（

た
。
具
体
的
に
は
、
計

算
書
類
と
し
て
の
、
利
益
の
処
分
ま
た
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
議
案
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
八
一
条
一
項
四
号
）
を
廃
止
し
、
同
議
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案
に
含
ま
れ
て
い
た
事
項
を
、
計
算
書
類
の
承
認
手
続
と
は
別
個
の
手
続
と
し
て
整
理
し
た
（
剰
余
金
の
配
当
に
つ
き
会
社
法
四
五
三
条
以
下
、

役
員
賞
与
の
支
払
に
つ
き
三
六
一
条
、
資
本
準
備
金
お
よ
び
利
益
準
備
金
の
取
崩
に
つ
き
四
四
八
、
四
四
九
条
、
任
意
積
立
金
の
積
立
お
よ
び
取
崩
に
つ
き

四
五
二
）
12
（

条
）。
会
社
法
上
、
計
算
書
類
と
は
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
を
い
う
（
会
社
法

四
三
五
条
二
項
、
会
社
計
算
規
則
五
九
条
一
項
）。

　

前
述
の
よ
う
に
、
会
社
法
は
配
当
の
回
数
制
限
を
し
な
い
か
ら
、
少
な
く
と
も
配
当
の
回
数
を
増
や
す
た
め
に
は
、
従
前
の
い
わ
ゆ
る

中
間
配
当
の
制
度
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
九
三
条
ノ
五
）
を
維
持
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
）
13
（
た
。
し
か
し
、
一
事
業
年
度
に
つ
き
一
回

は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
ら
ず
に
配
当
で
き
る
余
地
を
残
す
た
め
に
、
配
当
決
定
機
関
に
関
す
る
特
則
と
し
て
、
中
間
配
当
の
制
度
を

維
持
し
）
14
（
た
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
会
設
置
会
社
は
、
一
事
業
年
度
の
途
中
に
一
回
に
限
り
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
剰
余
金
の
配
当

（
金
銭
配
当
に
限
る
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
会
社
法
四
五
四
条
五
項
）。

三　

学　

説

　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
の
学
説
と
し
て
、
次
に
紹
介
す
る
も
の
が
あ
る
（
以
下
「
倉
沢
説
」
と
い
う
）。
原
文
を
引
用
の
う
え
紹
介

す
る
。

　

ま
ず
、
定
時
株
主
総
会
に
よ
る
計
算
書
類
の
承
認
方
法
に
つ
い
て
、「
…
…
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
お
よ
び
利
益
処
分
案
の
す
べ

て
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
の
計
算
が
確
定
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
）
15
（

い
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
計
算
書
類
の
承
認
決
議
の
効
果
に

つ
い
て
、「
定
時
総
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
計
算
書
類
の
承
認
決
議
が
有
効
で
あ
れ
ば
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
そ
の
期
の
会
社
の
計
算
が

確
定
す
）
16
（

る
」
と
し
た
う
え
で
、「
承
認
さ
れ
た
計
算
書
類
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
承
認
決
議
そ
の
も
の

が
当
然
に
無
効
で
あ
っ
て
、
会
社
の
計
算
は
確
定
し
な
）
17
（
い
」
と
し
て
、
大
判
昭
和
四
年
七
月
八
日
民
集
八
巻
七
〇
七
頁
を
挙
げ
る
（
同
判
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決
に
つ
い
て
は
後
述
）。
さ
ら
に
、
計
算
書
類
の
承
認
決
議
と
、
株
主
の
利
益
配
当
請
求
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
説
明
す
る
。

「
定
時
総
会
に
は
議
案
と
し
て
利
益
処
分
案
も
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
形
式
的
に
は
、
こ
の
利
益
処
分
案
の
承
認
決
議
が
有
効
に
な
さ
れ
た
こ
と
の

効
果
と
し
て
、
株
主
に
具
体
的
な
利
益
配
当
請
求
権
が
発
生
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
利
益
配
当
は
貸
借
対
照
表
上
の
配
当
可
能
利
益

の
範
囲
内
で
の
み
適
法
に
な
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
利
益
処
分
案
の
承
認
決
議
が
適
法
で
あ
る
た
め
に
は
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書

の
適
法
な
承
認
決
議
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
利
益
配
当
請
求
権
の
発
生
は
会
社
の
計
算
の
確
定
の
効
果
と
解
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
り
に
利
益
処
分
案
の
承
認
だ
け
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
の
承
認
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

株
主
は
会
社
に
対
し
て
利
益
配
当
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
）
18
（

い
」。

　

倉
沢
説
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
利
益
配
当
は
、
貸
借
対
照
表
上
の
配
当
可
能
利
益
の
範
囲
内
で
の
み
適
法
に
な
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
利
益
処
分
案
の
承
認
決
議
の
適
法
性
は
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
の
承
認
決
議
が
適
法
に
な
さ
れ

た
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
貸
借
対
照
表
ま
た
は
損
益
計
算
書
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
計
算
書
類
を
承
認
す
る
定

時
株
主
総
会
の
決
議
は
無
効
で
あ
）
19
（
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
利
益
処
分
案
の
承
認
決
議
は
適
法
と
は
い
え
ず
、
株
主
に
は
具
体
的
利
益
配
当

請
求
権
は
発
生
し
な
い
。
以
上
が
、
倉
沢
説
の
概
要
で
あ
る
。

　

会
社
法
下
で
は
、
次
に
紹
介
す
る
学
説
（
以
下
「
久
保
説
」
と
い
う
）
を
除
き
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
よ

う
で
あ
る
。
久
保
説
は
、
立
法
論
と
し
て
、
計
算
書
類
の
内
容
が
、
本
来
表
示
さ
れ
る
べ
き
財
務
状
態
よ
り
も
良
く
表
示
さ
れ
た
場
合
に

は
、
本
来
あ
る
べ
き
情
報
の
も
と
で
は
、
株
主
が
認
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
多
額
の
配
当
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

（
あ
る
べ
き
分
配
可
能
額
が
い
く
ら
で
あ
っ
て
も
）
配
当
を
一
律
に
無
効
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
一
定
の
合
理
性
を
有
す
る
と
主
張
す
）
20
（

る
。

久
保
説
は
、
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
・
分
析
に
基
づ
く
主
張
で
あ
る
。
主
張
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
で
ド
イ
ツ
法
の
状
況
を
確
認
し
た
う
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え
で
、
六
で
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

四　

判
例
・
裁
判
例

　

利
益
配
当
で
は
な
く
損
失
処
理
に
関
す
る
事
案
で
は
あ
る
が
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
の
判
例
と
し
て
、
資
本
減
少
の
効
力
発
生

前
に
、
当
該
減
少
後
の
資
本
金
額
を
前
提
に
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
、
そ
の
貸
借
対
照
表
に
基
づ
き
損
失
処
分
）
21
（
案
を
作
成
し
た
場
合
に
、

損
失
処
分
案
の
承
認
に
係
る
定
時
株
主
総
会
の
決
議
の
有
効
性
に
つ
き
判
断
し
た
も
の
が
あ
る
（
大
判
昭
和
四
年
七
月
八
日
民
集
八
巻
七
〇
七

頁
）。
大
審
院
は
「
取
締
役
カ
減
少
ニ
因
ル
資
本
ノ
額
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
貸
借
対
照
表
等
ヲ
作
成
シ
且
之
ニ
基
キ
テ
損
失
処
分
案
ヲ
編
制
シ

タ
リ
ト
セ
ハ
右
ハ
明
ニ
商
法
ノ
強
行
規
定
ニ
反
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
右
違
法
ノ
貸
借
対
照
表
及
之
ニ
基
ク
損
失
処
分
案
ヲ
承
認
シ
タ

ル
…
…
株
主
総
会
ノ
決
議
モ
亦
当
然
其
ノ
実
質
ニ
於
テ
無
効
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
断
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
ヘ
シ
蓋
若
然
ラ
ス
ト
セ
ム
乎
叙
上
商
法

ノ
強
行
規
定
ハ
遂
ニ
其
ノ
趣
旨
ヲ
貫
徹
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と
判
示
し
て
、「
違
法
ノ
貸
借
対
照
表
」
に
基

づ
く
損
失
処
分
案
の
承
認
決
議
を
無
効
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、
会
社
が
有
す
る
関
係
会
社
株
式
に
つ
き
必
要
な
減
損
処
理
を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
当
該
株
式
が
過
大
評
価
さ
れ
た
結
果
、

い
わ
ゆ
る
配
当
可
能
利
益
規
制
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
九
〇
条
一
項
、
二
九
三
条
ノ
五
第
三
項
参
照
）
違
反
の
利
益
配
当
が
な
さ
れ
た
と

し
て
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
の
、
会
社
支
出
額
の
塡
補
責
任
（
取
締
役
に
つ
き
同
法
二
六
六
条
一
項
一
号
、
監
査
役
に
つ
き
同
法
二
七
七
条
）

の
成
否
が
争
わ
れ
た
事
案
と
し
て
、
大
阪
高
判
平
成
二
五
年
一
二
月
二
六
日LEX/D

B

文
献
番
号25549186

（
三
洋
電
機
事
件
）
が
あ
る
。

同
事
件
で
裁
判
所
は
、
①
会
社
支
出
額
が
配
当
可
能
利
益
を
上
回
る
こ
と
、
お
よ
び
、
②
計
算
書
類
が
「
公
正
ナ
ル
会
計
慣
行
」（
平
成

一
七
年
改
正
前
商
法
三
二
条
二
項
）
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
配
当
に
係
る
計
算
書
類
承
認
決
議
は
無
効
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
配
当
は
全
体
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
裁
判
所
は
、
配
当
が
全
体
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
く
過
程
に
お
い
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て
、
配
当
可
能
利
益
規
制
違
反
（
前
記
①
）
の
み
な
ら
ず
、
計
算
書
類
の
内
容
の
違
法
性
に
も
言
及
し
て
お
り
（
前
記
②
）、
こ
の
点
が
特

徴
的
で
あ
る
。

　

会
社
法
下
に
お
い
て
は
、
分
配
可
能
額
を
超
え
て
配
当
が
さ
れ
た
場
合
の
、
会
社
に
対
す
る
塡
補
責
任
（
会
社
法
四
六
二
条
一
項
）
の
成

否
が
問
題
と
な
る
事
案
で
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
の
内
容
の
違
法
と
配
当
決
議
の
有
効
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
裁

判
例
は
見
当
た
ら
な
）
22
（

い
。

五　

ド
イ
ツ
法）

23
（

㈠　

総　

説

　

こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
け
る
決
算
お
よ
び
配
当
手
続
を
整
理
す
る
。
ド
イ
ツ
株
式
法
を
参
照
す
る
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
は
、
年
度
決
算
書
（
わ
が
国
会
社
法
に
お
け
る
計
算
書
類
に
相
当
す
る
）
に
つ
い
て
、
計
上
項
目
の
過
大
評
価
・

過
小
評
価
な
ど
、
一
定
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
年
度
決
算
書
の
確
定
（
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
後
述
）
が
無
効
と
な
る
と
し
て
お
り

（
二
五
六
条
一
〜
五
項
）、
年
度
決
算
書
確
定
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
配
当
決
議
も
無
効
に
な
る
旨
の
規

定
を
置
く
（
二
五
三
条
一
項
一
文
）。
本
稿
は
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
剰
余
金
配
当
決
議
の
有
効
性

を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
け
る
前
記
規
定
の
趣
旨
や
、
学
説
の
状
況
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
本
稿
に
お
け
る
検

討
課
題
に
つ
い
て
有
益
な
示
唆
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
が
、
本
稿
に
お
い
て
ド
イ
ツ
株
式
法
を
参
照
す
る
理
由
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
株
式
会
社
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
商
）
24
（

法
中
の
商
業
帳
簿
に
関
す
る
一
般
規
定
（
ド
イ
ツ
商
法
二
三
八
〜
三
四
二
ｅ

条
）、
お
よ
び
株
式
）
25
（
法
上
の
特
別
規
定
が
適
用
さ
れ
）
26
（
る
。
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ド
イ
ツ
商
法
二
四
二
条
三
項
に
よ
る
と
、
貸
借
対
照
表
（Bilanz

）
と
損
益
計
算
書
（G

ew
inn- und Verlustrechnung

）
を
総
称
し
て
、

年
度
決
算
書
（Jahresabschluss

）
と
い
う
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
商
法
二
六
四
条
一
項
一
文
は
、
資
本
会
社
（
株
式
会
社
、
株
式
合
資
会
社
お

よ
び
有
限
会
社
）
の
代
表
者
に
対
し
て
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
と
一
体
を
な
す
附
属
明
細
書
（
ド
イ
ツ
商
法
二
八
四
〜
二
八
八

条
）
に
よ
り
、
同
法
二
四
二
条
の
年
度
決
算
書
を
補
充
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
う
し
た
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
と
、
附

属
明
細
書
と
の
一
体
性
を
理
由
に
、
附
属
明
細
書
も
年
度
決
算
書
に
含
ま
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
）
27
（

る
。

　

貸
借
対
照
表
は
、
各
事
業
年
度
の
終
了
時
に
お
け
る
資
産
と
負
債
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
決
算
書
で
あ
り
（
ド
イ
ツ
商
法
二
四
二
条
一

項
一
文
。
記
載
内
容
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
商
法
二
六
六
条
、
株
式
法
一
五
二
条
参
照
）、
借
方
に
は
積
極
財
産
、
貸
方
に
は
債
務
や
資
本
金
を
対
比
し

て
示
）
28
（
す
。
損
益
計
算
書
は
、
各
事
業
年
度
に
係
る
費
用
（Aufw

endungen

）
と
収
益
（Erträge

）
と
を
対
照
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
（
ド
イ

ツ
商
法
二
四
二
条
二
項
。
記
載
内
容
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
商
法
二
七
五
条
、
株
式
法
一
五
八
）
29
（

条
）。
損
益
計
算
書
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
商
法
二
七
五

条
で
定
め
ら
れ
た
形
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
年
度
損
益
（
年
度
剰
余
金
ま
た
は
年
度
欠
損
金
）（Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

）
の
後

に
、
前
年
度
の
繰
越
利
益
額
（
ま
た
は
繰
越
欠
損
金
額
）、
準
備
金
の
取
崩
・
積
立
）
30
（
額
を
加
減
し
、
最
後
に
は
、
株
主
へ
の
配
当
が
認
め
ら

れ
る
額
と
し
て
の
、
貸
借
対
照
表
利
益
（
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
は
貸
借
対
照
表
損
失
）（Bilanzgew

inn/Bilanzverlust

）
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
株
式
法
一
五
八
条
一
）
31
（
項
）。
貸
借
対
照
表
利
益
（
損
失
）
の
貸
借
対
照
表
へ
の
表
示
方
法
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
商
法
二
六
八
条

一
項
が
規
定
す
る
。

　

ド
イ
ツ
商
法
二
四
二
条
は
、
商
人
（
同
法
一
条
一
項
）
が
、
年
度
決
算
書
の
作
成
義
務
を
負
う
旨
を
規
定
す
る
。
同
規
定
は
、
株
式
会

社
に
も
適
用
さ
れ
る
（
ド
イ
ツ
商
法
六
条
一
項
、
株
式
法
三
条
一
）
32
（

項
）。
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
年
度
決
算
書
の
作
成
権
限
は
取
締
役
に
あ

る
（
ド
イ
ツ
商
法
二
六
四
条
一
項
、
株
式
法
一
七
〇
条
一
）
33
（
項
）。
こ
こ
に
い
う
、
取
締
役
に
よ
る
年
度
決
算
書
の
作
成
（Aufstellung

）
は
、
業

務
執
行
と
し
て
の
、
年
度
決
算
書
の
草
案
（Jahresabschlussentw

urf

）
の
作
成
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
）
34
（

る
。
当
該
草
案
が
後

述
（
五
㈡
1
）
の
確
定
手
続
を
経
て
初
め
て
、
法
的
意
味
に
お
け
る
年
度
決
算
書
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
内
容
が
会
社
の
機
関
、
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株
主
そ
の
他
第
三
者
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
ち
、
会
社
は
前
記
ド
イ
ツ
商
法
二
四
二
条
に
定
め
る
年
度
決
算
書
の
作
成
義
務
を
果
た
し
た

こ
と
と
な
）
35
（

る
。
年
度
決
算
書
の
確
定
（Feststellung

）
と
は
、
そ
の
年
度
決
算
書
が
法
的
意
味
に
お
け
る
年
度
決
算
書
と
し
て
、
会
社
法

上
の
利
害
調
整
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
旨
を
、
確
定
権
限
を
持
つ
機
関
（
後
述
）
が
正
式
に
宣
言
す
る
こ
と
を
い
）
36
（
う
。

㈡　

年
度
決
算
書
の
確
定
お
よ
び
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
の
手
続

1
　
年
度
決
算
書
の
確
定

　

小
規
模
資
本
会
社
（
ド
イ
ツ
商
法
二
六
七
条
一
項
）
を
除
き
、
年
度
決
算
書
は
、
決
算
検
査
人
（Abschlussprüfer

）
の
検
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
ド
イ
ツ
商
法
三
一
六
条
一
項
）。
そ
し
て
、
取
締
）
37
（

役
は
、
年
度
決
算
書
の
作
成
後
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
監
査
役
会

（Aufsichtsrat

）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
株
式
法
一
七
〇
条
一
項
）。
こ
れ
と
同
時
に
、
取
締
役
は
、
貸
借
対
照
表
利
益
の
処
分
に

関
す
る
株
主
総
会
提
出
議
案
を
、
監
査
役
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
）。
監
査
役
会
は
、
年
度
決
算
書
、
貸
借
対
照

表
利
益
の
処
分
に
関
す
る
株
主
総
会
提
出
議
案
、
そ
の
他
の
株
式
法
一
七
一
条
一
項
一
文
所
定
の
書
類
を
監
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
同
文
）。
監
査
役
会
は
、
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
書
面
で
株
主
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
株
式
法
一
七
一
条
二
項
一
文
）。
監
査

役
会
は
、
当
該
報
告
書
の
末
尾
に
お
い
て
、
取
締
役
が
作
成
し
た
年
度
決
算
書
を
承
認
す
る
か
否
か
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同

項
四
文
）。
当
該
報
告
書
は
、
監
査
役
会
が
、
監
査
対
象
で
あ
る
書
類
を
取
締
役
か
ら
受
領
後
、
一
か
月
以
内
に
、
取
締
役
に
提
出
す
る

こ
と
を
要
す
る
（
株
式
法
一
七
一
条
三
項
一
文
）。
監
査
役
会
が
年
度
決
算
書
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、
次
に
述
べ
る
例
外
を
除
き
、
年
度

決
算
書
が
確
定
す
る
（
株
式
法
一
七
二
条
）。

　

例
外
と
し
て
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
会
が
、
年
度
決
算
書
の
確
定
を
株
主
総
会
に
委
任
す
る
旨
の
決
議
を
し
た
場
合
、
ま
た
は
監
査

役
会
が
年
度
決
算
書
を
承
認
し
な
か
っ
た
場
）
38
（

合
に
は
、
年
度
決
算
書
の
確
定
権
限
は
株
主
総
会
が
有
す
る
（
株
式
法
一
七
三
条
一
項
）。
こ

の
場
合
、
株
主
総
会
は
、
年
度
決
算
書
の
内
容
を
変
更
で
き
る
が
、
変
更
し
た
部
分
は
、
新
た
に
決
算
検
査
人
に
よ
る
検
査
を
要
す
る
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（
ド
イ
ツ
商
法
三
一
六
条
三
項
、
株
式
法
一
七
三
条
三
項
）。

2
　
貸
借
対
照
表
利
益
の
処
分

　

会
社
は
、
そ
の
解
散
の
前
に
は
、
株
主
に
対
し
て
、
貸
借
対
照
表
利
益
の
み
を
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
株
式
法
五
七
条
三
項
）。
株

主
に
対
し
て
出
資
を
払
い
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
条
一
項
）。

　

株
主
総
会
は
、
貸
借
対
照
表
利
益
の
処
分
に
つ
い
て
議
決
す
る
（
株
式
法
一
七
四
条
一
項
一
文
）。
こ
の
場
合
に
お
い
て
株
主
総
会
は
、

（
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
会
が
年
度
決
算
書
を
確
定
す
る
場
合
で
あ
る
と
、
株
主
総
会
が
確
定
す
る
場
合
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
）
確
定
さ
れ
た
年
度
決
算

書
に
拘
束
さ
れ
る
（
同
項
二
文
）。
同
項
二
文
は
、
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
に
お
い
て
、
株
主
総
会
は
、
確
定
し
た
年
度
決
算
書
に

お
け
る
貸
借
対
照
表
利
益
額
よ
り
も
大
き
い
額
を
分
配
可
能
な
上
限
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
逆
に
こ
れ
よ
り
少
な
い
額
を
上
限

と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
規
定
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
）
39
（
る
。
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
に
お
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
利

益
、
株
主
へ
の
配
当
額
、
利
益
準
備
金
へ
の
組
入
額
、
繰
越
利
益
、
当
該
決
議
に
基
づ
く
追
加
経
費
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同

条
二
項
一
号
）。

　

取
締
役
は
、
監
査
役
会
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
年
度
決
算
書
の
受
理
（
株
主
総
会
が
年
度
決
算
書
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
年
度
決
算
書
の
確
定
）
に
つ
い
て
、
お
よ
び
貸
借
対
照
表
利
益
の
処
分
に
つ
い
て
議
決
す
る
た
め
、
定
時
株
主
総
会
を
招
集
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
株
式
法
一
七
五
条
一
項
三
項
）。
定
時
株
主
総
会
は
、
事
業
年
度
（G

eschäftsjahr

）
の
最
初
の
八
か
月
以
内
（
年
度
決
算
書
が

対
象
と
す
る
事
業
年
度
の
終
了
後
、
八
か
月
以
内
の
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
）
40
（

る
）
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
株
式
法
一
七
五
条
一
項
二
文
、
三

項
一
）
41
（
文
）。
年
度
決
算
書
の
確
定
に
関
す
る
審
議
と
貸
借
対
照
表
利
益
の
処
分
に
関
す
る
審
議
は
、
併
合
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
株
式
法
一
七
五
条
三
項
二
文
）。
株
式
法
一
七
五
条
三
項
二
文
は
、
株
主
総
会
で
年
度
決
算
書
を
確
定
す
る
場
合
（
株
式
法
一
七
三
条
一
項
）

を
適
用
対
象
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
）
42
（

る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
い
て
は
、
株
主
へ
の
配
当
は
、
原
則
と
し
て
、
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
利
益
処

分
決
議
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
株
式
会
社
は
、
あ
る
事
業
年
度
（
ｋ
事
業
年
度
と
す
る
）
の
終
了
後
に
お
い

て
、
予
測
さ
れ
る
貸
借
対
照
表
利
益
に
基
づ
い
て
、
一
部
配
当
金
（Abschl

）
43
（ag

）
を
株
主
に
支
払
う
権
限
を
、
定
款
の
定
め
に
よ
り
取
締

役
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
株
式
法
五
九
条
一
項
）。
こ
れ
は
、
事
業
年
度
終
了
後
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
年
度
決
算
書
に
つ
き
、
決

算
検
査
人
に
よ
る
検
査
（
ド
イ
ツ
商
法
三
一
六
条
一
項
）
や
監
査
役
会
に
よ
る
監
査
（
株
式
法
一
七
一
条
一
項
一
文
）
が
未
了
の
段
階
に
お
い

て
も
、（
後
述
の
要
件
お
よ
び
上
限
額
の
も
と
で
）
株
主
に
対
す
る
配
当
を
可
能
に
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
）
44
（
る
。

　

一
部
配
当
金
の
支
払
は
、
ｋ
事
業
年
度
に
関
す
る
暫
定
的
な
決
算
（vorläufiger Abschluss

）
に
お
い
て
、
年
度
剰
余
金
が
生
じ
た
場

合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
二
項
一
文
）。
一
部
配
当
金
の
額
は
、
当
該
年
度
剰
余
金
か
ら
、
法
律
ま
た
は
定
款
に
基
づ
き
利

益
準
備
金
に
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
を
控
除
し
た
額
の
半
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
（
同
項
二
文
）。
さ
ら
に
、
一
部
配
当

金
の
額
は
、
前
年
度
（
ｋ
‐
１
事
業
年
度
）
の
貸
借
対
照
表
利
益
の
半
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
項
三
）
45
（
文
）。
一
部
配
当
金
の
支

払
に
は
、
監
査
役
会
の
承
認
を
要
す
る
（
株
式
法
五
九
条
三
項
）。
同
条
に
基
づ
く
一
部
配
当
金
の
支
払
は
、
要
件
が
厳
格
で
あ
る
た
め
、

実
際
に
は
ほ
ぼ
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

）
47
）（
46
（
あ
る
。
ま
た
、
同
条
を
除
け
ば
、
い
わ
ゆ
る
中
間
配
当
、
四
半
期
配
当
な
ど
、
定
時
株
主
総
会

以
外
で
の
配
当
は
、
株
式
法
上
は
認
め
ら
れ
て
い
な
）
48
（
い
。

㈢　

年
度
決
算
書
確
定
の
無
効

1
　
総
　
説

　

年
度
決
算
書
が
株
主
総
会
決
議
に
よ
っ
て
確
定
し
た
場
合
に
は
、
年
度
決
算
書
の
内
容
が
法
律
ま
た
は
定
款
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
当
該
決
議
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
株
式
法
二
五
七
条
一
項
二
文
）。
こ
れ
は
、
い
っ
た
ん
確
定
し
た
年
度
決
算
書

の
安
定
性
を
確
保
す
る
趣
旨
で
あ
）
49
（

る
。
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こ
れ
と
は
別
に
、
年
度
決
算
書
を
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
会
が
確
定
す
る
場
合
と
、
株
主
総
会
が
確
定
す
る
場
合
の
両
方
に
関
わ
る
規

定
と
し
）
50
（

て
、
株
式
法
二
五
六
条
が
あ
る
。
同
条
一
〜
五
項
は
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
事
由
を
定
め
）
51
（

る
。
こ
れ
は
限
定
列
挙
で
あ
る
と

解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
趣
旨
は
、
会
社
、
会
社
債
権
者
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
株
主
の
利
益
の
た
め
に
、
無
効
事
由
を
制
限
し
、
法
的
安

定
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
）
52
（
る
。

　

同
条
が
定
め
る
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
事
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
）
53
（

る
。
第
一
に
、
年
度
決
算
書
の
内
容
が
、
専
ら
ま
た
は
主
と

し
て
、
会
社
債
権
者
の
保
護
の
た
め
の
規
定
に
違
反
す
る
と
き
で
あ
る
（
一
項
一
号
）。
第
二
に
、
年
度
決
算
書
が
ド
イ
ツ
商
法
の
規
定

に
従
っ
て
検
査
さ
れ
て
い
な
い
と
き
（
一
項
二
、
三
号
。
ド
イ
ツ
商
法
三
一
六
条
一
項
三
項
参
照
）、
年
度
決
算
書
の
確
定
に
際
し
、
資
本
準
備

金
・
利
益
準
備
金
へ
の
組
入
額
ま
た
は
資
本
準
備
金
・
利
益
準
備
金
の
取
崩
額
に
関
す
る
法
律
・
定
款
規
定
に
違
反
す
る
と
き
（
一
項
四

号
）
で
あ
る
。
第
三
に
、
取
締
役
と
監
査
役
会
が
年
度
決
算
書
を
確
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
会
が
、
年
度
決
算

書
の
確
定
の
た
め
に
適
法
か
つ
適
式
に
関
与
し
な
か
っ
た
と
き
で
あ
る
（
二
項
）。
第
四
に
、
株
主
総
会
が
年
度
決
算
書
を
確
定
す
る
場

合
に
お
い
て
、
株
主
総
会
の
招
集
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
（
三
項
一
号
）、
株
主
総
会
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
三
項
二
号
）、

株
主
総
会
決
議
取
消
訴
訟
に
よ
り
決
議
無
効
の
宣
言
が
出
さ
れ
た
場
合
（
三
項
三
号
）
で
あ
る
。
第
五
に
、
年
度
決
算
書
の
項
目
区
分
に

関
す
る
規
定
や
、
項
目
区
分
に
あ
た
り
従
う
べ
き
様
式
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
年
度
決
算
書
の
明

瞭
性
お
よ
び
整
然
性
が
著
し
く
害
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
（
四
項
）。
第
六
に
、
項
目
を
過
大
評
価
し
た
場
合
で
あ
る
（
五
項
一
文
一
号
）。

ド
イ
ツ
商
法
上
の
評
価
規
定
（
二
五
三
〜
二
五
六
条
）
で
許
容
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
、
高
い
額
で
評
価
し
た
借
方
項
目
（Aktivposten

）、

ま
た
は
低
い
額
で
評
価
し
た
貸
方
項
目
（Passivposten

）
は
、
過
大
評
価
で
あ
る
（
株
式
法
二
五
六
条
五
項
二
文
）。
株
式
法
二
五
六
条
五

項
一
文
一
号
の
文
言
上
は
、
過
大
評
価
の
事
実
の
み
で
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
事
由
と
な
）
54
（
る
。
た
だ
し
、
裁
判
例
お
よ
び
多
数
説
は
、

同
号
に
よ
り
年
度
決
算
書
確
定
が
無
効
と
な
る
の
は
、
重
大
な
過
大
評
価
が
あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
て
、
過
大
評
価
の
重
要
性
を

要
求
す
）
55
（

る
。
第
七
に
、
項
目
の
過
小
評
価
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
故
意
に
不
正
に
な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
、
年
度
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決
算
書
確
定
は
無
効
と
な
る
（
五
項
一
文
二
号
）。

2
　
過
大
評
価
の
重
要
性
の
判
断
基
準

　

前
述
の
と
お
り
、
裁
判
例
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
株
式
法
二
五
六
条
五
項
一
文
一
号
に
い
う
過
大
評
価
に
は
、
解
釈
上
、
重
要
性

の
要
件
が
加
重
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
該
重
要
性
の
具
体
的
な
判
断
基
準
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

⑴　

裁
判
例

　

裁
判
例
に
お
け
る
重
要
性
の
判
断
基
準
は
、
個
々
の
事
例
に
よ
り
異
な
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
）
56
（

い
。

　

ま
ず
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
有
限
会
社
（G

m
bH

）
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
が
、
有
限
会
社
の
年
度
決
算
書
に
お
け
る
項
目
の
過
大

評
価
に
つ
い
て
は
、
株
式
法
二
五
六
条
五
項
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
項
目
を
正
し
く
評
価
し
た
と
す
れ
ば
配
当
可
能
な
利

益
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
き
、
重
要
な
過
大
評
価
の
存
在
を
肯
定
し
）
57
（
た
。
ま
た
、
同
様
に
有
限
会
社
に
関
す
る
事
例
で

は
あ
る
が
、
ハ
ム
高
等
裁
判
所
は
、
貸
借
対
照
表
の
項
目
の
過
大
評
価
ま
た
は
過
小
評
価
が
、
貸
借
対
照
表
の
承
認
決
議
の
無
効
事
由
と

な
る
に
は
、
そ
れ
が
経
営
成
績
（Betriebsergebnis
）
に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
本
件
で
は
過

大
評
価
の
額
が
、
実
際
に
支
払
わ
れ
た
配
当
額
の
半
額
を
超
え
る
旨
を
指
摘
し
、
重
要
な
過
大
評
価
で
あ
る
と
し
）
58
（

た
。

　

次
に
、
銀
行
で
あ
る
株
式
会
社
が
、
高
額
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
引
当
金
を
計
上
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、

貸
借
対
照
表
項
目
の
過
大
評
価
（
こ
こ
で
は
貸
方
項
目
の
違
法
な
低
額
評
価
）
に
あ
た
る
か
否
か
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
高
等
裁
判

所
は
、
損
益
と
の
比
較
や
、
配
当
金
の
支
払
額
に
影
響
を
与
え
う
る
か
否
か
を
考
慮
要
素
と
し
て
挙
げ
た
う
え
で
、
単
に
貸
借
対
照
表
の

合
計
額
（Bilanzsum

m
e

）
に
比
し
て
引
当
金
の
額
が
小
さ
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
引
当
金
不
計
上
は
許
容
さ
れ
な
い
と
し
）
59
（
た
。

　

さ
ら
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
地
方
裁
判
所
は
、
年
度
剰
余
金
額
、
貸
借
対
照
表
の
合
計
額
、
貸
借
対
照
表
上
の
自
己
資
）
60
（

本
の
額
を
考
慮

要
素
と
し
て
挙
げ
）
61
（
た
。
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一
方
、
貸
借
対
照
表
利
益
の
額
へ
の
影
響
を
、
重
要
性
の
判
断
要
素
と
し
て
採
用
し
な
い
裁
判
例
も
あ
）
62
（
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
裁
判

所
は
、
貸
借
対
照
表
利
益
が
な
い
、
ま
た
は
少
な
い
会
社
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
過
大
評
価
が
重
要
性
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
で

あ
る
と
し
た
。
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
貸
借
対
照
表
の
合
計
額
の
〇
・
五
％
に
満
た
な
い
過
大
評
価
に
つ
き
、
会
社
の
収
益
状
況
に

関
す
る
表
示
を
歪
め
る
も
の
で
は
な
く
、
重
要
性
が
な
い
と
判
示
し
）
63
（
た
。

　

⑵　

学　

説

　

学
説
で
は
、
あ
く
ま
で
一
般
的
な
参
考
値
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
影
響
額
が
貸
借
対
照
表
の
合
計
額
の
一
％
に
満
た
な
い
よ
う
な
過
大

評
価
は
重
要
性
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
株
式
法
二
五
六
条
五
項
一
文
一
号
が
定
め
る
無
効
事
由
に
は
あ
た
ら
な
い
が
、
五
％
を
超
え
れ
ば

重
要
性
が
あ
る
と
の
判
断
基
準
が
提
示
さ
れ
て
い
）
64
（
る
。
た
だ
し
、
同
説
は
、
一
％
に
満
た
な
い
過
大
評
価
で
あ
っ
て
も
、
年
度
剰
余
金
に

対
し
て
量
的
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合
に
は
、
同
号
が
定
め
る
無
効
事
由
に
あ
た
る
と
し
て
い
）
65
（
る
。

　

年
度
決
算
書
の
項
目
区
分
に
関
す
る
規
制
へ
の
違
反
と
は
対
照
的
に
、
個
々
の
項
目
の
過
大
評
価
は
、
通
常
、
貸
借
対
照
表
利
益
の 

過
大
計
上
や
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
、
真
実
の
状
況
を
超
え
る
分
配
の
可
能
性
に
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、
過
大
評
価
の
重
要
性
の
判 

断
の
際
に
は
、
貸
借
対
照
表
が
持
つ
、
資
産
・
財
政
・
収
益
状
況
を
正
確
に
表
示
す
る
機
能
の
ほ
か
に
、
利
益
算
出
機
能

（G
ew

innerm
ittlungsfunktion

）
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
）
66
（

る
。

　

ま
た
、
あ
る
項
目
を
正
し
く
評
価
し
て
い
れ
ば
貸
借
対
照
表
損
失
が
計
上
さ
れ
て
い
た
の
に
、
過
大
評
価
に
よ
っ
て
貸
借
対
照
表
利
益

が
計
上
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
過
大
評
価
が
重
大
な
こ
と
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
即
座
に
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
を
も
た
ら
す

と
解
し
た
と
し
て
も
不
合
理
で
は
な
い
と
の
見
解
も
あ
）
67
（

る
。



法学政治学論究　第134号（2022.9）

16

㈣　

年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
と
利
益
処
分
決
議

1
　
総
　
説

　

年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
と
、
利
益
処
分
決
議
の
効
力
と
の
関
係
に
つ
き
、
株
式
法
二
五
三
条
一
項
は
、
以
下
の
と
お
り
規
定
す
）
68
（

る
。

貸
借
対
照
表
利
益
の
処
分
に
関
す
る
決
議
は
、
一
七
三
条
三
項
、
二
一
七
条
二
項
お
よ
び
二
四
一
条
の
場
合
を
除
き
、
当
該
貸
借
対
照
表
利
益
の
処
分

決
議
の
基
礎
と
な
っ
た
年
度
決
算
書
の
確
定
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
無
効
と
な
る
。
こ
の
理
由
に
よ
る
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
の
無
効
は
、

年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
が
も
は
や
主
張
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
主
張
で
き
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
年
度
決
算
書
確
定
が
無
効
で
あ
る
と
き
に
は
、
当
該
年
度
決
算
書
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
た
、
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
に

係
る
株
主
総
会
決
議
も
無
効
と
な
る
（
株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
）
69
（

文
）。
た
だ
し
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
に
は
、
主
張
期
間
の
制
限
が

あ
る
（
株
式
法
二
五
六
条
六
項
一
文
）。
す
な
わ
ち
、
株
式
法
二
五
六
条
一
項
三
号
四
号
、
二
項
お
よ
び
三
項
一
号
二
号
の
場
合
（
検
査
権
限

を
有
さ
な
い
者
に
よ
り
年
度
決
算
書
が
検
査
さ
れ
た
場
合
、
準
備
金
に
関
す
る
規
定
違
反
、
取
締
役
・
監
査
役
会
に
よ
る
確
定
手
続
上
の
違
反
、
株
主
総
会

招
集
手
続
の
瑕
疵
や
株
主
総
会
議
事
録
の
不
作
成
）
は
、
商
法
三
二
五
条
二
項
に
基
づ
く
年
度
決
算
書
の
公
）
70
（

告
の
時
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
を

経
過
し
た
と
き
は
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
株
式
法
二
五
六
条
一
項
一
号
、
四
項
お
よ
び
五
項
の
場

合
（
会
社
債
権
者
保
護
規
定
違
反
、
項
目
区
分
に
関
す
る
規
定
等
の
違
反
、
項
目
の
過
大
評
価
・
過
小
評
価
）
は
、
前
記
公
告
か
ら
三
年
を
経
過
し

た
と
き
は
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
規
定
に
よ
り
無
効
が
主
張
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ

れ
を
理
由
と
す
る
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
の
無
効
も
主
張
で
き
な
く
な
る
（
株
式
法
二
五
三
条
一
項
二
文
）。

　

貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
株
主
の
利
益
配
当
請
求
権
は
生
じ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
）
71
（
る
。
配
当
を
受
け
た
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株
主
は
、
当
該
配
当
が
適
法
で
な
い
こ
と
を
知
り
、
ま
た
は
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
場
合
に
限
り
、
配
当
金
の
返
還
義
務
を
負
う
（
株
式

法
六
二
条
一
項
）。
会
社
が
株
式
法
に
違
反
し
て
、
株
主
に
対
し
て
出
資
の
払
戻
ま
た
は
配
当
を
行
っ
た
場
合
は
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役

は
、
会
社
に
対
し
て
、
そ
の
賠
償
（Ersatz

）
に
つ
い
て
義
務
を
負
う
（
株
式
法
九
三
条
三
項
一
号
二
号
、
一
一
六
条
一
文
）。

　

年
度
決
算
書
確
定
決
議
（
第
一
決
議
）
が
無
効
で
あ
り
、
当
該
年
度
決
算
書
に
基
づ
く
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
が
、
株
式
法
二
五

三
条
一
項
一
文
に
よ
り
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
仮
に
年
度
決
算
書
確
定
の
再
決
議
（
第
二
決
議
）
に
よ
っ
て
、
貸
借
対
照
表
利
益
が
第

一
決
議
と
同
額
で
有
効
に
確
定
し
た
と
し
て
も
、
前
記
の
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
は
、
無
効
な
第
一
決
議
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う

状
態
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
、
依
然
と
し
て
無
効
で
あ
る
（
有
効
に
配
当
を
行
う
に
は
、
新
た
な
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）
と
説
明
さ
れ
）
72
（
る
。

2
　
株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
文
の
立
法
趣
旨

　

前
述
の
と
お
り
、
株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
文
は
、
年
度
決
算
書
確
定
が
無
効
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
年
度
決
算
書
を
基
礎
と
し
て
行

わ
れ
た
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
に
係
る
株
主
総
会
決
議
も
、
無
効
に
な
る
旨
を
規
定
す
る
。
同
規
定
は
、
一
九
六
五
年
株
式
法
に
お
い
て

新
設
さ
れ
）
73
（
た
。
同
改
正
に
つ
き
、
政
府
草
案
理
由
書
は
、
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
は
、
年
度
決
算
書
の
確
定
決
議
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
す
）
74
（

る
。

　

ま
た
、
株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
文
は
、
貸
借
対
照
表
利
益
が
あ
ら
か
じ
め
有
効
に
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
有
効
に
処
分
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
当
然
の
理
解
（「
付
従
性
の
概
念
」〔G

edanke der Akzessorietät

〕
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

と
の
説
明
も
あ
）
75
（
る
。



法学政治学論究　第134号（2022.9）

18

3
　Bezzenberger

の
見
解

　

前
述
の
と
お
り
、
学
説
の
多
数
は
、
株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
文
が
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
と
利
益
処
分
決
議
の
無
効
と
を
結
び

つ
け
る
点
は
、
理
論
的
観
点
か
ら
正
当
な
も
の
と
評
価
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
、
同
規
定
に
基
づ
く
利
益
処
分
の
無

効
が
、
会
社
運
営
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
に
鑑
み
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
と
利
益
処
分
決
議
の
有
効
性
に
関
す
る
株
式
法
の
規
整

を
、
批
判
的
に
検
討
す
る
学
）
76
（

説
が
現
れ
た
（Bezzenberger

の
見
解
）。
以
下
で
は
、
同
説
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

　

株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
文
は
、
無
効
な
年
度
決
算
書
に
基
づ
く
利
益
処
分
に
関
す
る
株
主
総
会
決
議
が
無
効
で
あ
る
旨
を
規
定
す
る
。

た
し
か
に
、
貸
借
対
照
表
利
益
の
確
定
が
無
効
で
あ
れ
ば
、
法
的
な
意
味
で
は
貸
借
対
照
表
利
益
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
株
主
総
会
が
そ

の
決
議
に
よ
っ
て
自
由
に
処
分
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い
た
め
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
株
主
に
配
当
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
（
株
式

法
五
七
条
三
項
、
一
七
四
条
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
文
が
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
と
利
益
処
分
決
議
の
無
効
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
が
原

因
で
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
は
、
会
社
に
と
っ
て
悲
惨
な
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
と
お
り
、
配
当
金
を
受
け

取
っ
た
株
主
は
、
自
身
に
配
当
を
受
け
る
権
利
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、
ま
た
は
過
失
で
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し

て
配
当
金
の
返
還
義
務
を
負
う
（
株
式
法
六
二
条
一
項
）。
と
り
わ
け
、
大
株
主
、
機
関
投
資
家
、
資
本
市
場
の
仲
介
者

（Kapitalm
arktinterm

ed

）
77
（iär

）
は
、
自
ら
情
報
を
収
集
し
、
熟
慮
の
う
え
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
善
意
者
と
し
て
保
護

さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
会
社
が
こ
う
し
た
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
費
用
が
か
か
る
。

　

そ
の
た
め
、
株
式
法
二
五
六
条
が
列
挙
す
る
無
効
事
由
が
、
本
当
に
年
度
決
算
書
確
定
を
無
効
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
由
な
の
か

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
一
九
三
七
年
株
式
）
78
（
法
の
よ
う
に
、
無
効
事
由
を
決
議
法
の
一
般
原
則
に
委
ね
た
方
が
、
年
度
決
算

書
確
定
を
無
効
に
す
べ
き
場
合
を
柔
軟
に
解
釈
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
検
討
す
る
と
、
貸
借
対
照
表
項
目
の
過
大
評
価
（
株
式
法
二
五
六
条
五
項
一
文
一
号
）
ま
た
は
計
上
す
べ
き
準
備
金
の
不
計
上
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（
同
条
一
項
四
号
）
が
あ
り
、
正
し
く
決
算
を
し
た
場
合
に
は
認
め
ら
れ
な
い
額
の
利
益
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
保
護
の
観

点
か
ら
、
当
該
利
益
処
分
を
無
効
と
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
一
方
、
株
式
法
二
五
六
条
は
、
利
益
処
分
の
額
が
、
正
し
い
決
算
の
も
と

で
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
収
ま
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
貸
借
対
照
表
項
目
の
過
大
評
価
（
五
項
一
文
一
号
）
ま
た
は
計
上
す
べ
き
準
備
金
の

不
計
上
・
過
小
計
上
（
一
項
四
号
）
が
あ
れ
ば
、
当
該
利
益
処
分
を
無
効
と
す
る
が
、
こ
の
点
は
過
剰
規
制
の
面
が
あ
る
。

　

ま
た
、
株
式
法
二
五
六
条
は
、
貸
借
対
照
表
項
目
の
過
小
評
価
（
五
項
一
文
二
号
）
ま
た
は
準
備
金
の
過
大
計
上
（
一
項
四
号
）
を
、
年

度
決
算
書
確
定
の
無
効
事
由
と
す
る
。
こ
れ
は
、
年
度
決
算
書
の
情
報
提
供
機
能
（Inform

ationsfunktion

）
ま
た
は
株
主
の
利
益
参
加

の
権
利
も
し
く
は
株
主
総
会
の
利
益
配
当
権
限
に
関
連
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
株
主
の
権
利
保
護
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
事

由
で
年
度
決
算
書
確
定
を
無
効
に
し
、
そ
れ
に
伴
い
利
益
処
分
を
無
効
に
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
無
益
で
あ
り
、
有
害
（schädlich

）

で
さ
え
あ
る
。
過
小
評
価
に
よ
り
株
主
へ
の
配
当
財
源
が
不
当
に
減
少
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
特
別
検
査
役
（Sonderprüfer

）
に
よ

る
過
小
評
価
の
検
査
、
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
適
正
評
価
額
の
計
上
（
株
式
法
二
五
八
〜
二
六
一
ａ
）
79
（
条
）
に
よ
っ
て
対
応
す
る
の
が
適

切
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
株
式
法
二
五
六
条
四
項
（
項
目
区
分
に
関
す
る
規
定
等
の
違
反
）、
五
項
一
文
二
項
（
項
目
の
過
小
評
価
）、
一
項
四
号
（
準
備
金
に

関
す
る
規
定
違
反
）
は
、
こ
れ
ら
の
事
由
が
株
主
へ
の
配
当
財
源
（
貸
借
対
照
表
利
益
）
の
額
に
影
響
を
与
え
な
い
と
し
て
も
、
誤
っ
た
情

報
を
開
示
す
る
と
い
う
点
で
、
年
度
決
算
書
の
情
報
提
供
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
事
由
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
情
報
提
供
機
能
の
阻
害
は
、
当
該
年
度
決
算
書
を
遡
及
的
に
無
効
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
い
っ
た
ん
開
示
さ
れ
た
情
報
は
、
も
は
や
過
去
に
遡
っ
て
修
正
・
補
足
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
将
来
に
向

か
っ
て
修
正
・
補
足
す
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
違
反
事
項
が
年
度
決
算
書
の
情
報
提
供
機
能
を
阻
害
す
る
に
と
ど
ま

る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
決
算
書
の
確
定
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
意
味
は
な
く
、
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

手
段
と
し
て
は
、
前
述
の
特
別
検
査
役
の
制
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
株
式
法
二
五
六
条
が
列
挙
す
る
無
効
事
由
の
う
ち
に
は
、
年
度
決
算
書
確
定
を
無
効
に
す
る
こ
と
が
問
題
解
決
に
な

ら
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
貸
借
対
照
表
利
益
を
真
実
よ
り
も
多
く
計
上
し
た
が
、
実
際
に
な
さ
れ
た
利
益
処
分
の

額
が
、
真
の
貸
借
対
照
表
利
益
額
に
収
ま
っ
て
い
る
場
合
、
②
貸
借
対
照
表
利
益
を
真
実
よ
り
も
少
な
く
計
上
し
た
場
合
、
③
貸
借
対
照

表
利
益
に
影
響
の
な
い
、
情
報
の
誤
り
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
現
行
法
下
で
会
社
が
と
れ
る
対
応
策
と
し
て
は
、
今

後
作
成
す
る
年
度
決
算
書
に
お
い
て
、
問
題
の
あ
る
過
去
の
年
度
決
算
書
の
誤
り
を
指
摘
し
、
そ
の
修
正
を
反
映
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
以
後
、
真
実
の
貸
借
対
照
表
利
益
を
超
過
す
る
配
当
が
な
さ
れ
て
会
社
債
権
者
が
害
さ
れ
る
可
能
性
を
封
じ
る
と

と
も
に
、
過
去
の
情
報
の
誤
り
を
克
服
で
き
る
。
そ
し
て
、
問
題
の
あ
る
過
去
の
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
主
張
が
可
能
な
期
間
（
株
式

法
二
五
六
条
六
項
）
が
経
過
す
れ
ば
、
過
去
の
利
益
処
分
決
議
の
無
効
主
張
も
、
も
は
や
で
き
な
い
た
め
（
株
式
法
二
五
三
条
一
項
二
文
参

照
）、
配
当
金
を
受
け
取
っ
た
株
主
が
返
還
義
務
（
株
式
法
六
二
条
一
項
）
を
負
う
と
い
う
、
前
述
の
問
題
も
克
服
で
き
）
80
（

る
。

　

以
上
が
、Bezzenberger

に
よ
る
所
説
の
概
要
で
あ
る
。
同
説
は
、
株
式
法
二
五
六
条
が
定
め
る
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
事
由
を

分
析
し
、
こ
の
う
ち
無
効
を
正
当
化
で
き
る
場
合
と
し
て
、
項
目
の
過
大
評
価
等
に
よ
り
、
真
の
貸
借
対
照
表
利
益
額
を
超
え
る
利
益
処

分
が
な
さ
れ
る
場
合
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
余
の
場
合
で
年
度
決
算
書
確
定
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
問
題
解
決
に
な
ら
ず
、
と
り
わ

け
、
株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
文
が
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
と
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
の
無
効
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
株
主
が
置
か
れ
る
利
益
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
妥
当
な
帰
結
で
は
な
い
と
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

㈤　

小　

括

　

ド
イ
ツ
株
式
法
で
は
、
株
主
総
会
は
、
配
当
（
簡
便
の
た
め
、
以
下
本
稿
に
お
い
て
、
貸
借
対
照
表
利
益
の
処
分
を
、
単
に
「
配
当
」
と
い
う
場

合
が
あ
る
）
を
決
議
す
る
際
、
確
定
さ
れ
た
年
度
決
算
書
に
拘
束
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
年
度
決
算
書
の
一
項
目
で
あ
る
、
貸
借
対
照
表
利

益
や
繰
越
利
益
の
額
が
、
配
当
に
関
す
る
株
主
総
会
決
議
の
内
容
を
構
成
す
る
。
さ
ら
に
、
配
当
は
、
一
部
配
当
金
の
支
払
に
関
す
る
規
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定
（
株
式
法
五
九
条
）
を
除
け
ば
、
年
度
決
算
書
の
承
認
（
ま
た
は
受
理
）
が
行
わ
れ
る
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
の
み
決
議
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
け
る
配
当
決
議
は
、
年
度
決
算
書
の
内
容
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
制
度
の
も
と
、
年
度
決
算
書
の
様
式
の
誤
り
や
、
項
目
の
過
大
評
価
・
過
小
評
価
な
ど
、
年
度
決
算
書
確
定
が
法
定
の
事
由

に
よ
り
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
配
当
決
議
も
無
効
と
な
る
（
株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
文
）。
同
規
定

は
、
適
法
に
確
定
し
て
い
な
い
利
益
は
適
法
に
処
分
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
前
述
の
と
お
り
、

ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
い
て
は
、
配
当
決
議
が
年
度
決
算
書
の
内
容
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、
こ
の
規
制
の
あ
り
方
は
、
論
理
的

に
当
然
の
帰
結
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

項
目
の
過
大
評
価
に
基
づ
く
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
に
お
い
て
は
、
重
要
性
要
件
が
解
釈
上
加
重
さ
れ
る
。
重
要
性
の
具
体
的
判
断

基
準
に
つ
き
、
裁
判
例
・
学
説
を
み
る
と
、
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
貸
借
対
照
表
利
益
の
額
や
配
当
額
だ
け
で
な
く
、
貸
借
対
照
表
の
合

計
額
な
ど
、
種
々
の
要
素
が
考
慮
要
素
と
さ
れ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
あ
る
べ
き
貸
借
対
照
表
利
益
を
上
回
る
配
当
が
な
さ
れ
た
と
き
に

限
り
、
過
大
評
価
の
重
要
性
を
認
め
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
を
認
め
る
と
い
っ
た
解
釈
は
、（
前
記Bezzenberger

の
所
説
を
別
に
す
れ

ば
）
と
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
い
て
は
、
配
当
が
あ
る
べ
き
貸
借
対
照
表
利
益
を
超
え
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
項
目
の
過
大
評
価
を
は
じ
め
と
す
る
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
に
伴
い
、
配
当
が
無
効
に
な
る
場
合
が
あ
）
81
（

る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
近
時
、
こ
う
し
た
場
合
に
年
度
決
算
書
確
定
を
無
効
に
す
る
こ
と
の
意
義
が
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
、
年
度
決
算
書
確
定
の
無

効
と
、
そ
れ
に
伴
う
利
益
処
分
決
議
の
無
効
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
を
、
あ
る
べ
き
貸
借
対
照
表
利
益
を
超
え
る
配
当
が
な
さ
れ
た
場
合

に
限
局
し
よ
う
と
す
る
学
説
が
現
れ
（Bezzenberger

の
見
解
）、
今
後
の
議
論
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。
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六　

久
保
説
の
主
張

　

こ
こ
で
は
、
五
で
確
認
し
た
ド
イ
ツ
法
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
久
保
説
を
整
理
す
る
。
そ
の
主
張
は
、
概
ね
以
下
の
と
お
り
で
あ
）
82
（
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
年
度
決
算
書
が
、
様
式
の
誤
謬
や
項
目
の
過
大
評
価
・
過
小
評
価
な
ど
、
法
定
の
無
効
事
由
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
利
益
配
当
は
、
仮
に
配
当
額
が
あ
る
べ
き
（
真
正
な
）
貸
借
対
照
表
利
益
の
範
囲
内
に
収
ま
っ

て
い
た
と
し
て
も
（
す
な
わ
ち
、
会
社
債
権
者
の
利
益
は
害
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
）、
無
効
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
規
制
の
あ
り
方
は
、
債
権
者
保
護
の
視
点
か
ら
は
過
剰
と
い
え
よ
う
が
、
株
主
保
護
の
立
場
か
ら
は
、
一
定
の
意
義
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
株
主
は
、
配
当
の
是
非
や
配
当
額
に
関
す
る
意
思
決
定
の
た
め
に
、
計
算
書
類
に
表
示
さ
れ
た
情
報
を
利
用
す
る
。
そ
の
た

め
、
計
算
書
類
に
表
示
さ
れ
た
会
社
の
財
務
状
態
が
歪
め
ら
れ
た
場
合
、
配
当
に
関
す
る
株
主
の
意
思
決
定
が
歪
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
株
主
に
よ
る
意
思
決
定
の
歪
曲
の
問
題
は
、
あ
る
べ
き
分
配
可
能
額
が
い
く
ら
で
あ
る
か
に
関
係
な
く
生
じ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、

あ
る
べ
き
貸
借
対
照
表
利
益
を
超
え
て
配
当
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
度
決
算
書
の
内
容
の
（
重
要
な
）
違
法
を
も
っ
て
、
直

ち
に
そ
の
後
の
配
当
を
無
効
に
す
る
と
い
う
規
制
の
あ
り
方
は
、
正
し
い
情
報
に
基
づ
く
意
思
決
定
を
株
主
に
保
障
す
る
と
い
う
点
に
お

い
て
意
義
を
有
す
る
。

　

た
だ
し
、
年
度
決
算
書
が
、
本
来
表
示
さ
れ
る
べ
き
財
務
状
態
よ
り
も
悪
く
表
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
株
主
は
、
年
度
決
算
書
が
正
し

く
作
成
さ
れ
て
い
た
場
合
よ
り
も
厳
格
に
、
配
当
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
よ
う
、
よ
り
慎
重
に
判
断
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す

る
と
、
実
際
の
配
当
額
は
、
年
度
決
算
書
が
正
し
く
作
成
さ
れ
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
株
主
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
配
当
を
無
効
に
す
る
必
要
は
な
い
。

　

一
方
、
年
度
決
算
書
が
、
本
来
表
示
さ
れ
る
べ
き
財
務
状
態
よ
り
も
良
く
表
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
来
あ
る
べ
き
情
報
の
も
と
で
は
、
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株
主
が
認
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
額
の
配
当
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、（
あ
る
べ
き
貸
借
対
照

表
利
益
の
額
に
か
か
わ
ら
ず
）
配
当
を
無
効
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
一
定
の
合
理
性
を
有
す
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
立
法
論
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
採
用
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
、
久
保
説
の
主
張
で
あ
る
。

七　

私　

見

㈠　

総　

説

　

こ
こ
で
は
、
わ
が
国
の
会
社
法
に
お
い
て
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
後
の
剰
余
金
の
配
当
決

議
の
有
効
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
一
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
稿
の
関
心
は
、
剰
余
金
配
当
決
議
が
、
分
配
可
能
額
規
制
に
抵
触

し
な
い
場
合
で
も
、
計
算
書
類
の
内
容
の
重
要
な
違
法
を
理
由
と
し
て
無
効
に
な
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
以
下
の
検
討
も
、
計
算
書
類

の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
に
な
さ
れ
た
剰
余
金
の
配
当
の
額
が
、
分
配
可
能
額
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
た
場
合
を

念
頭
に
行
う
。

　

検
討
の
順
序
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
解
釈
論
と
し
て
、
制
度
的
観
点
（
七
㈡
）、
お
よ
び
、
久
保
説
に
い
う
、「
正
し
い

情
報
に
基
づ
く
決
定
を
行
う
こ
と
を
株
主
に
保
障
す
）
83
（
る
」
と
い
う
観
点
（
七
㈢
）
か
ら
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
立
法
論
と
し
て
、
計

算
書
類
が
本
来
表
示
さ
れ
る
べ
き
財
務
状
態
よ
り
も
良
く
表
示
さ
れ
た
場
合
に
、
あ
る
べ
き
分
配
可
能
額
へ
の
影
響
の
有
無
お
よ
び
程
度

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
な
さ
れ
た
配
当
は
無
効
と
す
る
旨
の
規
定
を
、
わ
が
国
の
会
社
法
に
設
け
る
こ
と
の
妥
当
性
を
検
討
す
る

（
七
㈣
）。
な
お
、
七
㈤
で
、
取
締
役
会
決
議
に
よ
る
剰
余
金
の
配
当
の
場
合
に
つ
き
付
言
す
る
。
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㈡　

制
度
的
観
点

　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
お
よ
び
会
社
法
は
、
ド
イ
ツ
株
式
法
二
五
三
条
一
項
の
よ
う
な
、
計
算
書
類
の
内
容
の
違
法
を
、
配
当
決
議

の
効
力
と
結
び
つ
け
る
規
定
を
持
た
な
い
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
平
成
一

七
年
改
正
前
商
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
株
式
法
と
の
制
度
の
比
較
を
通
じ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
解
釈
論
上
の
検
討
を
行
う
。

　

二
で
確
認
し
た
と
お
り
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
で
は
、
計
算
書
類
の
承
認
と
利
益
処
分
が
制
度
的
に
一
体
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
倉
沢
説
の
、「
利
益
処
分
案
の
承
認
決
議
が
適
法
で
あ
る
た
め
に
は
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
の
適
法
な
承
認
決
議
を
前

提
と
す
）
84
（
る
」
と
の
主
張
は
、
こ
う
し
た
制
度
的
前
提
の
も
と
に
唱
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
株
式
法
上
も
、
五
㈤
で
述
べ

た
と
お
り
、
配
当
決
議
は
、
制
度
上
、
年
度
決
算
書
の
内
容
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
の
も
と
、
株
式
法
は
、
計
算

書
類
の
内
容
の
違
法
を
、
配
当
決
議
の
効
力
と
結
び
つ
け
る
規
定
を
置
く
（
二
五
三
条
一
項
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
会
社
法
は
、
二
で
述
べ
た
と
お
り
、
分
配
可
能
額
規
制
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
剰
余
金
の
配
当
を
い
つ
で
も

何
度
で
も
行
え
る
よ
う
に
す
る
趣
旨
で
、
計
算
書
類
の
承
認
と
剰
余
金
の
配
当
を
、
制
度
的
に
別
個
の
も
の
と
し
て
整
理
し
た
も
の
と
理

解
で
き
よ
う
。
こ
の
点
で
、
会
社
法
の
制
度
は
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
や
ド
イ
ツ
株
式
法
の
制
度
と
異
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
承
認
決
議
が
無
効
で
あ
る
と
解
さ

れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
剰
余
金
の
配
当
決
議
に
つ
い
て
は
、（
分
配
可
能
額
規
制
に
反
し
な
い
限
り
）
有
効
な
も
の
と
解
し
て

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
た
だ
し
、
取
消
事
由
該
当
性
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
い
て
は
、
配
当
額
だ
け
で
な
く
、
繰
越
利
益
の
額
や
、
配
当
財
源
で
あ
る
貸
借
対
照
表
利
益
の
額
と
い
う
、

年
度
決
算
書
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
項
目
に
つ
い
て
も
、
配
当
決
議
に
お
い
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
株
式
法
一
七
四
条
二
項
一
号
）。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
会
社
法
は
、
剰
余
金
の
配
当
に
係
る
株
主
総
会
決
議
に
お
い
て
、（
最
終
事
業
年
度
に
お
け
る
）
剰
余
金
額
や
分
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配
可
能
額
の
表
示
を
要
求
し
て
お
ら
ず
（
会
社
法
四
五
四
条
一
項
参
照
）、
剰
余
金
額
や
分
配
可
能
額
は
、
剰
余
金
の
配
当
に
係
る
株
主
総

会
決
議
の
内
容
に
含
ま
れ
な
い
ほ
か
、
株
主
総
会
参
考
書
類
へ
の
記
載
が
必
要
な
事
項
で
も
な
い
（
会
社
法
施
行
規
則
七
三
条
一
項
各
号
参

照
）。
そ
の
た
め
、
仮
に
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
配
当
決
議
の
内
容
が
法
令
に
違
反

す
る
（
会
社
法
八
三
〇
条
二
項
参
照
）
と
は
評
価
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
も
、
計
算
書
類
の
内
容
の
重
要
な
違
法
は
、
そ
の
後

に
行
わ
れ
た
剰
余
金
の
配
当
決
議
の
無
効
を
導
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

㈢　

正
し
い
情
報
に
基
づ
く
意
思
決
定
の
保
障
の
観
点

　

以
上
の
よ
う
に
、
会
社
法
に
お
い
て
は
、
計
算
書
類
の
内
容
の
重
要
な
違
法
は
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
剰
余
金
の
配
当
決
議
の
無
効
を

導
か
な
い
と
解
す
る
の
が
、
制
度
的
観
点
か
ら
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
株
主
総
会
で
剰
余
金
の
配
当
に

つ
い
て
審
議
す
る
際
に
は
、
計
算
書
類
が
表
示
す
る
会
社
の
財
務
情
報
が
、
株
主
に
と
っ
て
重
要
な
判
断
材
料
に
な
る
と
思
わ
れ
）
85
（
る
。
そ

う
す
る
と
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
決
算
情
報
に
基
づ
い
て
剰
余
金
の
配
当
に
つ
き
判
断
す

る
機
会
が
株
主
に
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
、
配
当
決
議
の
有
効
性
に
影
響
を
与
え
る
か
否
か
が
、
な
お
問
題
と
な
り
う
る
だ
ろ

う
。

　

株
主
総
会
に
お
け
る
審
議
の
前
提
と
な
る
情
報
に
虚
偽
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
決
議
の
内
容
が
影
響
を
受
け
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
決
議
の
方
法
が
著
し
く
不
公
正
な
と
き
に
該
当
し
（
会
社
法
八
三
一
条
一
項
一
号
）、
決
議
は
取
り
消
し
う
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
ろ

う
）
86
（

。
前
述
の
よ
う
に
、
剰
余
金
の
配
当
に
関
す
る
審
議
の
際
に
は
、
計
算
書
類
が
表
示
す
る
会
社
の
財
務
情
報
は
、
株
主
に
と
っ
て
重
要

な
判
断
材
料
に
な
り
う
る
。
そ
の
た
め
、
会
社
の
（
真
の
）
財
産
状
態
や
経
営
成
績
、
株
主
構
成
や
属
性
と
い
っ
た
、
具
体
的
な
事
実
関

係
に
よ
っ
て
は
、
決
議
（
配
当
を
行
う
か
否
か
、
あ
る
い
は
い
く
ら
配
当
す
る
か
に
関
す
る
意
思
決
定
）
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
計
算
書
類
の
内
容
の
重
要
な
違
法
は
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
剰
余
金
の
配
当
決
議
の
取
消
事
由
（
会
社
法
八
三
一
条
一
項
一
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号
）
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
当
該
配
当
決
議
の
方
法
が
「
著
し
く
」
不
公
正
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
当
該
計
算
書
類
の
内
容
の
違
法
が
、
配
当
議
案
の
審
議
過
程
や
決
議
の
結
果
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
に
着
目
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
仮
に
計
算
書
類
に
違
法
が
な
く
、
会
社
の
真
の
経
営
成
績
・
財
政
状
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
無
配
か
、
あ
る
い

は
よ
り
低
い
額
の
配
当
議
案
し
か
可
決
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
著
し
い
不
公
正
性
を
肯
定
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
計
算
書
類

に
違
法
が
な
か
っ
た
場
合
の
配
当
決
議
の
帰
趨
に
つ
い
て
は
、
株
主
構
成
や
属
性
、
議
決
権
行
使
助
言
会
社
や
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行

使
基
準
の
状
）
87
（

況
と
い
っ
た
、
具
体
的
な
事
実
関
係
に
左
右
さ
れ
う
る
。
そ
の
た
め
、
事
案
ご
と
の
判
断
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
東
京
高
判
令
和
元
年
五
月
一
六
日
判
例
時
報
二
四
五
九
号
一
七
頁
（
オ
リ
ン
パ
ス
事
件
）
の
よ
う
に
、
粉
飾
が
発
覚
す
る
ま
で

に
長
期
を
要
す
る
場
合
に
は
、
配
当
決
議
の
日
か
ら
三
か
月
が
経
過
し
た
後
で
、
計
算
書
類
の
内
容
の
違
法
が
発
覚
す
る
こ
と
も
あ
り
得

よ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
配
当
決
議
の
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
い
（
会
社
法
八
三
一
条
一
項
柱
書
前
段
）。

㈣　

立
法
論
的
検
討

　

六
で
み
た
と
お
り
、
久
保
説
は
、
立
法
論
と
し
て
、
計
算
書
類
の
内
容
が
、
本
来
表
示
さ
れ
る
べ
き
財
務
状
態
よ
り
も
良
く
表
示
さ
れ

た
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
、
剰
余
金
配
当
に
関
す
る
株
主
総
会
決
議
を
無
効
と
す
る
考
え
方
に
は
、
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
す
）
88
（
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
久
保
説
は
、
計
算
書
類
の
内
容
が
、
本
来
表
示
さ
れ
る
べ
き
財
務
状
態
よ
り
も
良
く
表
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
来
あ

る
べ
き
情
報
の
も
と
で
は
、
株
主
が
認
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
多
額
の
配
当
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
旨
を
指
摘
す
）
89
（

る
。

　

剰
余
金
の
配
当
に
関
す
る
事
項
は
、
原
則
と
し
て
株
主
総
会
に
決
定
権
限
が
あ
り
（
会
社
法
四
五
四
条
一
項
柱
書
）、
株
主
の
関
心
も
強

い
。
そ
し
て
、
七
㈢
で
述
べ
た
と
お
り
、
計
算
書
類
の
内
容
は
、
事
実
上
、
株
主
総
会
が
配
当
に
関
し
て
審
議
す
る
際
の
重
要
な
判
断
材

料
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
前
記
久
保
説
の
立
法
論
は
、
正
し
い
決
算
情
報
に
基
づ
き
、
公
正
に
配
当
決
議
が
な
さ
れ
る
こ
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と
に
対
す
る
、
株
主
の
利
益
を
重
視
す
る
考
え
方
と
し
て
評
価
で
き
る
。
以
下
で
は
、
主
と
し
て
株
主
が
置
か
れ
る
利
益
状
況
に
着
目
し

て
検
討
を
進
め
る
。

　

ま
ず
、
本
来
あ
る
べ
き
計
算
書
類
の
内
容
を
踏
ま
え
れ
ば
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
多
額
の
配
当
に
よ
っ
て
、
会
社
財
産
は
減
少
す

る
が
、
そ
の
分
は
株
主
に
移
転
す
る
か
ら
、
株
主
は
経
済
的
損
害
を
被
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
、
仮
に
前
記
久
保
説
の
立
法
論
を
採
用
し

て
、
剰
余
金
配
当
決
議
を
無
効
に
す
る
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
配
当
金
を
受
領
し
た
株
主
は
、
会
社
に
対
し
て
原
状
回
復
義
務
を
負
う

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
（
民
法
一
二
一
条
の
二
第
一
項
）。
剰
余
金
配
当
決
議
は
、
株
主
に
剰
余
金
配
当
請
求
権
を
発
生
さ
せ
る
、
会
社

の
無
償
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
株
主
が
配
当
金
を
受
領
し
た
当
時
、
配
当
決
議
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、

株
主
は
現
存
利
益
に
限
り
返
還
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
（
同
条
二
項
）。
た
だ
、
こ
う
し
た
義
務
を
負
っ
て
で
も
、
正
し

い
情
報
に
基
づ
く
意
思
決
定
の
保
障
を
重
視
す
る
株
主
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
全
て
の
株
主
を
こ
う
し
た
利
益
状
況
に
置
く
こ
と
の
妥
当

性
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
株
式
法
で
は
、
前
述
の
と
お
り
、
貸
借
対
照
表
項
目
の
過
大
計
上
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、（
実
際
の
配
当
額

が
真
の
貸
借
対
照
表
利
益
額
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
）
配
当
決
議
は
無
効
と
な
り
、
株
主
は
会
社
に
対
し
て
、
配
当
金
の
返
還
義
務
を

負
う
場
合
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
返
還
義
務
を
負
う
株
主
は
、
配
当
が
適
法
で
な
い
こ
と
を
知
り
、
ま
た
は
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
株
主

に
限
ら
れ
る
う
え
（
株
式
法
六
二
条
一
項
）、
配
当
決
議
の
無
効
を
主
張
で
き
る
期
間
に
も
制
限
が
あ
る
（
二
五
六
条
六
項
一
文
、
二
五
三
条
一

項
二
文
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
規
整
の
も
と
で
も
、
大
株
主
、
機
関
投
資
家
、
資
本
市
場
の
仲
介
者
は
善
意
・
無
過
失
が
認
め

ら
れ
に
く
く
、
保
護
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
実
際
の
配
当
額
が
真
の
貸
借
対
照
表
利
益
額
を
超
え
な
い
場
合
に
、

配
当
決
議
を
無
効
と
す
る
こ
と
の
無
意
味
性
・
弊
害
を
主
張
す
る
学
説
（Bezzenberger

の
見
解
）
が
あ
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

　

本
来
あ
る
べ
き
情
報
の
も
と
で
は
株
主
が
認
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
多
額
の
配
当
が
株
主
総
会
で
認
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
配
当

基
準
日
後
に
株
式
を
取
得
し
た
者
の
保
護
の
た
め
に
は
、
当
該
配
当
を
無
効
に
し
て
、
配
当
金
を
受
領
し
た
株
主
に
、
配
当
金
の
返
還
義
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務
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
配
当
基
準
日
後
に
株
式
を
取
得
し
た
者
は
、
一
株
あ
た
り
配
当
額
の
分
だ
け
下

落
し
た
株
価
（
い
わ
ゆ
る
配
当
権
利
落
ち
価
格
）
で
取
得
し
て
い
る
た
め
、
多
額
の
配
当
で
の
会
社
財
産
流
出
に
よ
る
損
害
は
被
っ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
、
当
該
配
当
を
無
効
と
し
、
配
当
金
を
受
領
し
た
株
主
に
返
還
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
基
準
日
後
株
主
に
対
し
、
い

わ
ば
二
重
の
利
得
（
低
額
に
よ
る
株
式
取
得
、
お
よ
び
配
当
金
返
還
に
よ
る
会
社
財
産
の
増
加
）
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
仮
に
、
計
算
書
類
の
内
容
が
本
来
表
示
さ
れ
る
べ
き
財
務
状
態
よ
り
も
良
く
表
示
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
後

の
剰
余
金
配
当
決
議
を
無
効
に
す
る
立
法
を
行
う
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
株
式
法
の
よ
う
に
、
無
効
主
張
期
間
の
制
限
を
設
け
て
法
的
安
定

性
を
確
保
す
る
立
法
手
当
や
、
過
失
要
件
・
重
要
性
要
件
の
解
釈
を
通
じ
て
、
で
き
る
だ
け
株
主
に
不
測
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
工

夫
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。

㈤　

取
締
役
会
決
議
に
よ
る
剰
余
金
の
配
当
の
場
合

　

こ
れ
ま
で
、
株
主
総
会
決
議
に
よ
っ
て
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
を
念
頭
に
、
計
算
書
類
の
内
容
の
重
要
な
違
法
が
、
そ
の
後
の
配

当
決
議
の
有
効
性
に
与
え
う
る
影
響
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
。
中
間
配
当
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
款
の
定
め
（
会
社
法
四
五
四

条
五
項
）
や
、
剰
余
金
の
配
当
を
取
締
役
会
が
決
定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
（
会
社
法
四
五
九
条
一
項
）
に
基
づ
き
、
取
締
役
会
決
議
で
剰

余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
七
㈡
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
と
異
な
り
、
会
社
法
に
お
い
て
は
、
剰
余
金
の
配
当
に
関
す
る
議
案
は
計

算
書
類
の
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
計
算
書
類
の
承
認
決
議
と
剰
余
金
の
配
当
決
議
と
が
、
制
度
的
に
切
り
離
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
取
締
役
会
決
議
で
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
剰
余
金
の
配
当
に
係
る
取
締
役
会
決

議
の
内
容
に
は
、（
最
終
事
業
年
度
に
お
け
る
）
剰
余
金
額
や
分
配
可
能
額
は
含
ま
れ
な
い
（
会
社
法
四
五
四
条
一
項
〔
中
間
配
当
の
場
合
に
は
、

会
社
法
四
五
四
条
五
項
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
同
条
一
項
〕
参
照
）。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
会
社
法
下
で
は
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要



計算書類の内容の違法と剰余金配当決議の有効性

29

な
違
法
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
承
認
決
議
が
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
剰
余
金
配
当
に
関
す
る
取
締
役

会
決
議
に
つ
い
て
は
、
分
配
可
能
額
規
制
に
反
し
な
い
限
り
、
有
効
な
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

計
算
書
類
の
内
容
の
重
要
な
違
法
が
、
配
当
を
行
う
か
否
か
、
あ
る
い
は
い
く
ら
配
当
す
る
か
に
関
す
る
、
取
締
役
会
の
意
思
決
定
に

与
え
う
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
株
主
総
会
決
議
に
よ
っ
て
剰
余
金
の
配
当

を
行
う
場
合
に
は
、
七
㈢
で
述
べ
た
と
お
り
、
計
算
書
類
の
内
容
の
重
要
な
違
法
に
よ
っ
て
配
当
決
議
の
判
断
が
影
響
を
受
け
る
可
能
性

が
あ
る
か
ら
、
配
当
決
議
は
取
り
消
し
う
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
旨
を
指
摘
し
た
。
計
算
書
類
の
内
容
の
重
要
な
違
法
に
よ
っ
て
、
配

当
決
議
の
判
断
が
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
点
は
、
取
締
役
会
決
議
で
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

取
締
役
会
決
議
で
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
は
、
取
締
役
会
は
、
計
算
書
類
の
作
成
権
限
を
有
す
）
90
（
る
と
と
も
に
、
剰
余
金
の
配
当
に
関

す
る
決
定
権
限
も
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
取
締
役
会
の
構
成
員
た
る
取
締
役
に
と
っ
て
は
、
計
算
書
類
の
内
容
の
適
正
性

を
確
保
し
、
正
し
い
情
報
に
基
づ
い
て
配
当
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
は
、
善
管
注
意
義
務
の
内
容
と
し
て
、
職
務
上
当
然
に
要

請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
正
し
い
決
算
情
報
に
基
づ
き
剰
余
金
の
配
当
に
係
る
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
は
、（
株
主
総

会
決
議
で
配
当
を
行
う
場
合
に
お
け
る
）
株
主
に
と
っ
て
は
保
障
さ
れ
る
べ
き
利
益
と
い
え
る
の
に
対
し
、（
取
締
役
会
決
議
で
配
当
を
行
う
場

合
に
お
け
る
）
取
締
役
に
と
っ
て
は
職
務
上
要
請
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
両
者
は
利
益
状
況
を
異
に
す
る
。
そ
の
た
め
、
株
主
総
会
決
議

で
配
当
を
行
う
場
合
に
、
計
算
書
類
の
内
容
の
重
要
な
違
法
が
配
当
決
議
の
取
消
事
由
に
な
り
う
る
か
ら
と
い
っ
て
、
取
締
役
会
決
議
の

場
合
に
つ
い
て
も
同
様
に
瑕
疵
を
認
め
決
議
を
無
）
91
（
効
と
す
る
解
釈
が
、
当
然
に
妥
当
す
る
と
は
い
え
な
い
。
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な

違
法
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
後
の
剰
余
金
の
配
当
に
関
す
る
取
締
役
会
決
議
を
無
効
と
解
す
る
と
、
配
当
金
を
受
領
し
た
株
主
は
、

受
領
時
に
配
当
決
議
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
に
応
じ
て
、
会
社
に
対
し
て
原
状
回
復
義
務
（
民
法
一
二
一
条
の
二
第
一

項
）
ま
た
は
現
存
利
益
の
返
還
義
務
（
同
条
二
項
）
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
（
七
㈣
参
照
）。
剰
余
金
の
配
当
に
関
す
る
事
項
の

決
定
権
限
が
取
締
役
会
に
帰
属
し
、
株
主
が
当
該
事
項
の
決
定
に
関
与
し
な
い
以
上
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
こ
と
が
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原
因
で
、
本
来
あ
る
べ
き
計
算
書
類
の
内
容
を
踏
ま
え
れ
ば
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
多
額
の
配
当
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

取
締
役
会
に
よ
る
判
断
の
結
果
で
あ
り
、
株
主
に
前
記
の
原
状
回
復
義
務
ま
た
は
現
存
利
益
の
返
還
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
は
疑
問
が

あ
る
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
こ
と
が
原
因
で
、
取
締
役
会
が
、
正
し
い
決
算
情
報
に
基
づ
い
て
配
当

に
係
る
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
当
該
決
議
の
瑕
疵
を
認
め
、
決
議
を
無
効
と
解
す
る
の
は
、

立
法
論
と
し
て
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

八　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
配
当
額
が
分
配
可
能
額
を
超
え
な
い
も
の
の
、
配
当
決
議
の
前
提
と
さ
れ
た
直
近
の
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
、
剰
余
金
配
当
決
議
の
有
効
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
以
下
、
検
討
結
果
の
概
要
を
述
べ
る
。

　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
の
学
説
に
は
、
貸
借
対
照
表
ま
た
は
損
益
計
算
書
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

計
算
書
類
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
た
利
益
処
分
決
議
は
適
法
と
は
い
え
ず
、
株
主
に
は
具
体
的
利
益
配
当
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
解
す

る
も
の
が
あ
る
（
倉
沢
説
）。
会
社
法
下
の
学
説
に
は
、
立
法
論
と
し
て
で
あ
る
が
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合
に

は
、
一
定
の
場
合
に
限
り
、
そ
の
後
の
剰
余
金
配
当
は
無
効
と
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
も
の
が
あ
る
（
久
保
説
）。
本
稿
で
は
、
久
保

説
の
主
張
や
、
久
保
説
が
分
析
対
象
と
す
る
ド
イ
ツ
株
式
法
の
状
況
を
参
照
し
な
が
ら
検
討
し
た
。

　

ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
い
て
は
、
年
度
決
算
書
の
様
式
の
誤
り
や
項
目
の
過
大
評
価
・
過
小
評
価
な
ど
、
法
定
の
事
由
に
よ
り
年
度
決
算

書
確
定
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
年
度
決
算
書
の
内
容
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
配
当
決
議
も
無
効
と
な
る
。
そ
し
て
、
配
当
額
が
あ

る
べ
き
貸
借
対
照
表
利
益
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
項
目
の
過
大
評
価
を
は
じ
め
と
す
る
年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
に
伴
い
、
配



計算書類の内容の違法と剰余金配当決議の有効性

31

当
が
無
効
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
時
の
学
説
に
は
、
配
当
額
が
あ
る
べ
き
貸
借
対
照
表
利
益
を
超
え
な
い
場
合
に
、

年
度
決
算
書
お
よ
び
配
当
決
議
を
無
効
に
す
る
意
義
は
な
い
と
批
判
す
る
も
の
が
あ
り
（Bezzenberger

の
見
解
）、
規
整
の
妥
当
性
に
つ

き
再
検
証
の
余
地
が
あ
る
旨
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

わ
が
国
の
会
社
法
は
、
分
配
可
能
額
規
制
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
剰
余
金
の
配
当
を
い
つ
で
も
何
度
で
も
行
え
る
よ
う
に
す
る

趣
旨
で
、
計
算
書
類
の
承
認
と
剰
余
金
の
配
当
を
、
制
度
的
に
別
個
の
も
の
と
し
て
整
理
し
た
。
こ
の
点
で
、
会
社
法
の
制
度
は
、
平
成

一
七
年
改
正
前
商
法
や
ド
イ
ツ
株
式
法
の
制
度
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
会
社
法
は
、
ド
イ
ツ
株
式
法
と
異
な
り
、
剰
余
金
の
配

当
に
係
る
株
主
総
会
決
議
に
お
い
て
、（
最
終
事
業
年
度
に
お
け
る
）
剰
余
金
額
や
分
配
可
能
額
の
表
示
を
要
求
し
て
お
ら
ず
（
会
社
法
四
五

四
条
一
項
参
照
）、
剰
余
金
額
や
分
配
可
能
額
は
、
剰
余
金
の
配
当
に
係
る
株
主
総
会
決
議
の
内
容
に
含
ま
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
仮
に
計

算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
配
当
決
議
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
（
会
社
法
八
三
〇
条
二
項

参
照
）
と
は
評
価
で
き
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
剰
余
金

の
配
当
決
議
に
つ
い
て
は
、
分
配
可
能
額
規
制
に
反
し
な
い
限
り
、
有
効
な
も
の
と
解
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
剰
余
金
の
配
当
に
係
る
意
思
決
定
を
、
正
し
い
決
算
情
報
に

基
づ
き
行
う
こ
と
が
、
株
主
に
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
と
の
事
実
は
、
配
当
決

議
の
取
消
事
由
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

　

計
算
書
類
の
内
容
が
、
本
来
表
示
さ
れ
る
べ
き
財
務
状
態
よ
り
も
良
く
表
示
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
後
の
剰
余
金
配
当
に
係
る
株
主
総

会
決
議
を
無
効
に
す
る
と
の
考
え
方
を
、
立
法
論
と
し
て
採
用
す
る
場
合
に
は
、
法
的
安
定
性
の
確
保
や
、
株
主
へ
の
不
測
の
不
利
益
を

回
避
す
る
た
め
に
、
無
効
主
張
期
間
の
制
限
な
ど
の
手
当
が
必
要
に
な
ろ
う
。

　

取
締
役
会
決
議
に
よ
っ
て
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
こ
と
が
原
因
で
、
取

締
役
会
が
正
し
い
決
算
情
報
に
基
づ
い
て
配
当
に
係
る
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
当
該
決
議
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の
瑕
疵
を
認
め
、
決
議
を
無
効
と
解
す
る
の
は
、
立
法
論
と
し
て
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
妥
当
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
以
上
が
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
結
果
で
あ
る
。　

（
1
）  
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
存
在
す
る
場
合
に
お
け
る
分
配
可
能
額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
久

保
大
作
「
不
正
な
内
容
を
含
む
計
算
書
類
の
承
認
と
分
配
可
能
額
算
定
の
関
係
に
つ
い
て
の
覚
書
」
黒
沼
悦
郎
＝
藤
田
友
敬
〔
編
〕『
企
業
法
の

進
路
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
三
八
三
頁
以
下
、
大
島
一
輝
「
計
算
書
類
の
内
容
の
違
法
と
分
配
可
能
額
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
九
号

（
二
〇
一
八
年
）
三
三
九
〜
三
七
一
頁
参
照
。

（
2
）  

倉
沢
康
一
郎
〔
稿
〕
上
柳
克
郎
ほ
か
〔
編
集
代
表
〕『
新
版
注
釈
会
社
法
⑻
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
八
二
頁
。

（
3
）  

定
時
株
主
総
会
の
承
認
を
要
す
る
計
算
書
類
の
一
つ
と
し
て
「
損
失
ノ
処
理
ニ
関
ス
ル
議
案
」（
い
わ
ゆ
る
損
失
処
理
案
）
が
規
定
さ
れ
た
の

は
、
昭
和
五
六
年
の
商
法
改
正
に
お
い
て
で
あ
る
（
同
年
改
正
商
法
二
八
一
条
一
項
四
号
）。
同
年
改
正
前
商
法
二
八
一
条
一
項
四
号
は
「
準
備

金
及
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
ニ
関
ス
ル
議
案
」
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
損
失
の
処
理
が
含
ま
れ
る
か
否
か
が
判
然
と
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
含
ま

れ
る
旨
を
同
年
改
正
で
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
木
伸
＝
稲
葉
威
雄
「
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
」
法
務
省
民
事
局
参
事
官

室
〔
編
〕『
改
正
商
法
の
概
要
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
一
年
）
四
五
頁
、
稲
葉
威
雄
『
改
正
会
社
法
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
一
九

八
二
年
）
三
〇
八
頁
。
大
判
昭
和
四
年
七
月
八
日
民
集
八
巻
七
〇
七
頁
が
「
損
失
処
分
案
」
と
表
記
す
る
も
の
は
、
昭
和
五
六
年
商
法
改
正
後
に

い
う
損
失
処
理
案
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
同
判
決
当
時
の
条
文
と
し
て
、
昭
和
一
三
年
改
正
前
商
法
一
九
〇
条
五
号
参
照
）。

以
下
、
本
文
お
よ
び
注
に
お
い
て
同
判
決
を
紹
介
す
る
際
に
は
、
判
決
文
の
表
記
に
従
い
「
損
失
処
分
案
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。

（
4
）  

久
保
大
作
「
計
算
書
類
の
無
効
と
剰
余
金
処
分
決
議
の
効
力
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
同
ほ
か
〔
編
〕『
企
業
金
融
・
資
本
市
場
の
法
規

制
』（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
三
一
五
頁
。

（
5
）  

久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
五
頁
以
下
の
考
察
も
、
株
主
総
会
決
議
に
よ
っ
て
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

（
6
）  

酒
巻
俊
雄
〔
稿
〕
上
柳
ほ
か
〔
編
集
代
表
〕（
前
掲
・
注
（
2
））
二
九
頁
。

（
7
）  

な
お
、
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
一
条
八
号

に
よ
る
廃
止
前
の
も
の
）
上
の
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
一
定
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
取
締
役
会
の
承
認
に
よ
り
定
時
株
主
総
会
の
承
認
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が
擬
制
さ
れ
た
（
同
法
二
一
条
の
三
一
第
一
項
）。

（
8
）  

相
澤
哲
＝
岩
崎
友
彦
「
株
式
会
社
の
計
算
等
」
相
澤
哲
〔
編
著
〕『
立
案
担
当
者
に
よ
る
新
・
会
社
法
の
解
説
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
六
年
）

一
三
一
頁
。

（
9
）  
相
澤
＝
岩
崎
（
前
掲
・
注
（
8
））
一
二
四
頁
、
一
三
一
頁
、
齊
藤
真
紀
〔
稿
〕
森
本
滋
＝
弥
永
真
生
〔
編
〕『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
11
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
一
〇
年
）
一
一
九
頁
。

（
10
）  
相
澤
＝
岩
崎
（
前
掲
・
注
（
8
））
一
三
一
頁
。

（
11
）  

相
澤
＝
岩
崎
（
前
掲
・
注
（
8
））
一
三
一
頁
。

（
12
）  

相
澤
＝
岩
崎
（
前
掲
・
注
（
8
））
一
二
四
頁
。

（
13
）  

弥
永
真
生
〔
稿
〕
森
本
＝
弥
永
〔
編
〕（
前
掲
・
注
（
9
））
一
三
二
頁
。

（
14
）  

弥
永
真
生
〔
稿
〕
森
本
＝
弥
永
〔
編
〕（
前
掲
・
注
（
9
））
一
三
二
頁
。

（
15
）  

倉
沢
（
前
掲
・
注
（
2
））
七
八
頁
。

（
16
）  

倉
沢
（
前
掲
・
注
（
2
））
八
一
頁
。

（
17
）  

倉
沢
（
前
掲
・
注
（
2
））
八
一
頁
。

（
18
）  

倉
沢
（
前
掲
・
注
（
2
））
八
二
頁
。

（
19
）  

こ
の
理
解
は
、
通
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
服
部
栄
三
〔
稿
〕
大
森
忠
夫
ほ
か
〔
編
〕『
注
釈
会
社
法
⑹
〔
増
補
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇

年
）
四
二
頁
、
倉
沢
（
前
掲
・
注
（
2
））
八
一
〜
八
二
頁
、
片
木
晴
彦
〔
稿
〕
江
頭
憲
治
郎
＝
弥
永
真
生
〔
編
〕『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

10
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
年
）
三
七
八
頁
、
久
保
（
前
掲
・
注
（
1
））
三
八
九
〜
三
九
〇
頁
。

（
20
）  

久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
九
〜
三
三
〇
頁
。

（
21
）  

損
失
処
分
案
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
注
（
3
）
参
照
。

（
22
）  

裁
判
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
島
（
前
掲
・
注
（
1
））
三
四
八
〜
三
四
九
頁
参
照
。

（
23
）  

ド
イ
ツ
商
法
お
よ
び
株
式
法
上
の
計
算
お
よ
び
利
益
配
当
に
関
す
る
規
定
に
つ
き
、M

erkt in H
opt, H

andelsgesetzbuch, 41. Aufl., 
2022, Einl. v. 

§ 238 Rn. 1 -43; H
ennrichs/Pöschke in M

ünchener Kom
m
entar zum

 Aktiengesetz, 5. Aufl., Bd. 3, 2022, 

§ 172 
Rn. 1 -107

の
ほ
か
、
以
下
本
文
の
五
に
お
い
て
引
用
す
る
文
献
参
照
。
邦
語
文
献
と
し
て
、
高
橋
英
治
『
ド
イ
ツ
会
社
法
概
説
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
二
年
）
二
八
二
〜
二
九
一
頁
が
あ
る
。
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（
24
）  

本
稿
に
お
け
る
ド
イ
ツ
商
法
の
邦
訳
に
際
し
て
は
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
『
ド
イ
ツ
商
法
典
（
第
一
編
〜
第
四
編
）』（
法
曹
会
、
二

〇
一
六
年
）（http://w

w
w.m

oj.go.jp/content/001206509.pdf

、
二
〇
二
二
年
五
月
一
四
日
ア
ク
セ
ス
）
を
参
考
に
し
た
。

（
25
）  

本
稿
に
お
け
る
ド
イ
ツ
株
式
法
の
邦
訳
に
際
し
て
は
、
早
川
勝
「
一
九
六
五
年
九
月
六
日
株
式
法
」
同
志
社
法
学
六
三
巻
六
号
（
二
〇
一
二

年
）
二
〇
〇
頁
以
下
を
参
考
に
し
た
。

（
26
）  
こ
う
し
た
規
制
方
法
に
至
る
歴
史
的
経
緯
に
つ
き
、Merkt, a. a. O. （Fn. 23

）, Einl. v. 

§ 238 Rn. 1 -4. 

邦
語
文
献
と
し
て
、
高
橋
（
前
掲
・

注
（
23
））
二
八
二
頁
、
同
『
日
本
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
株
式
会
社
法
の
発
展
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
八
年
）
八
六
頁
参
照
。

（
27
）  M

erkt, a. a. O. 

（Fn. 23

）, 

§ 264 Rn. 3 -4. 

な
お
、
状
況
報
告
書
（
事
業
成
果
を
含
む
事
業
過
程
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
に
対
応
す
る
よ
う

に
伝
達
す
る
た
め
の
書
類
。
ド
イ
ツ
商
法
二
八
九
条
一
項
一
文
）
は
、
年
度
決
算
書
に
含
ま
れ
な
い
と
説
明
さ
れ
る
（ibid., Rn. 5

）。

（
28
）  M

erkt, a. a. O. （Fn. 23

）, 

§ 242 Rn. 2.

（
29
）  M

erkt, a. a. O. （Fn. 23
）, 

§ 242 Rn. 9.

（
30
）  

準
備
金
に
関
し
て
は
、
法
定
準
備
金
の
積
立
を
要
す
る
（
株
式
法
一
五
〇
条
一
項
二
項
）
ほ
か
、
任
意
準
備
金
の
積
立
に
関
し
て
、
次
の
よ
う

な
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
会
が
年
度
決
算
書
を
確
定
す
る
場
合
に
は
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
会
は
、
年
度
剰
余
金

の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
額
を
、
利
益
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
株
式
法
五
八
条
二
項
）。
ま
た
、
株
主
総
会
が
年
度
決
算

書
を
確
定
す
る
場
合
に
は
、
定
款
で
、
利
益
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
額
（
年
度
剰
余
金
の
二
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
）
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
一
項
）。

（
31
）  

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
年
度
剰
余
金
と
貸
借
対
照
表
利
益
の
概
念
に
つ
き
解
説
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
森
川
八
洲
男
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
分
配
可

能
利
益
計
算
原
則
の
一
考
察
」
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
三
三
巻
二
号
（
一
九
九
五
年
）
二
一
五
〜
二
一
七
頁
が
あ
る
。

（
32
）  H

ennrichs/Pöschke, a. a. O. （Fn. 23

）, 

§ 172 Rn. 20.

（
33
）  Koch in Koch, Aktiengesetz, 16. Aufl., 2022, 

§ 172 Rn. 2; H
ennrichs/Pöschke, a. a. O. （Fn. 23

）, 

§ 172 Rn. 13.

（
34
）  H
ennrichs/Pöschke, a. a. O. （Fn. 23

）, 

§ 172 Rn. 13.

（
35
）  Koch, a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 172 Rn. 2; H
ennrichs/Pöschke, a. a. O. （Fn. 23

）, 

§ 172 Rn. 13.

（
36
）  H

ennrichs/Pöschke, a. a. O. （Fn. 23

）, 

§ 172 Rn. 10.

（
37
）  

ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
け
る
取
締
役
（Vorstand

）
は
、
株
式
会
社
の
業
務
執
行
お
よ
び
代
表
の
た
め
の
機
関
で
あ
る
（
株
式
法
七
六
条
一
項
、

七
八
条
一
項
）。
取
締
役
は
、
一
人
ま
た
は
複
数
の
者
で
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
株
式
法
七
六
条
二
項
）。
株
式
法
上
、
機
関
と
し
て
の
取
締
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役
は
、
一
人
で
あ
る
場
合
も
、
複
数
人
で
構
成
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
じVorstand

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
。
株
式
法
に
お
け

る
取
締
役
概
念
に
つ
き
、
高
橋
（
前
掲
・
注
（
23
））
一
四
四
頁
注
三
〇
四
参
照
。

（
38
）  

こ
こ
に
い
う
、
監
査
役
会
が
年
度
決
算
書
を
承
認
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
監
査
役
会
が
年
度
決
算
書
を
取
締
役
か
ら
受
領
後
、
一
か
月
以
内

に
、
監
査
に
係
る
報
告
書
を
取
締
役
に
提
出
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
後
に
取
締
役
が
定
め
る
、
一
か
月
を
超
え
な
い
提
出
期
間
内
に
も
提
出
し
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
年
度
決
算
書
が
監
査
役
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
（
株
式
法
一
七
一
条
三
項
）
を
含
む
。

Koch, a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 172 Rn. 1, 

§ 171 Rn. 26.

（
39
）  Koch, a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 174 Rn. 3.

（
40
）  Euler/Klein in Spindler/Stilz, Kom

m
entar zum

 Aktiengesetz, 4. Aufl., Bd. 2, 2019, 

§ 175 Rn. 13.

（
41
）  

な
お
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
七
日
、「CO

V
ID

-19

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
に
対
処
す
る
た
め
の
会
社
、
協
同
組
合
、
社
団
、
財
団
お
よ
び
居

住
所
有
権
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」（G

esetz über M
aßnahm

en im
 G

esellschafts-, G
enossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und  

W
ohnungseigentum

srecht zur Bekäm
pfung der Ausw

irkungen der CO
V
ID

-19 -Pandem
ie vom

 27. M
ärz 2020 〔BG

Bl. I S. 569, 
570

〕. 

以
下
「
コ
ロ
ナ
対
処
法
」
と
い
う
）
が
成
立
し
、
同
日
に
発
効
し
た
。
コ
ロ
ナ
対
処
法
の
概
要
に
つ
き
、
高
橋
英
治
「
コ
ロ
ナ
危
機
と
ド

イ
ツ
の
電
子
株
主
総
会
」
商
事
法
務
ポ
ー
タ
ルSH

3173

（
二
〇
二
〇
年
）（https://w

w
w.shojihom

u-portal.jp/article?articleId= 
11933420

、
二
〇
二
二
年
五
月
一
四
日
ア
ク
セ
ス
）
参
照
。
コ
ロ
ナ
対
処
法
一
条
五
項
は
、
株
式
法
一
七
五
条
一
項
二
文
の
特
則
と
し
て
、
取

締
役
は
、
定
時
株
主
総
会
を
、
事
業
年
度
内
に
開
催
す
る
旨
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
こ
に
い
う
事
業
年
度
は
、
年
度
決
算
書
が

対
象
と
す
る
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
橋
（
前
掲
・
本
注
）
参
照
。

　
　
　

同
法
は
時
限
立
法
で
あ
り
、
二
〇
二
二
年
八
月
三
一
日
に
廃
止
予
定
で
あ
る
。G

esetz zur Abm
ilderung der Folgen der CO

V
ID

-
19 -Pandem

ie im
 Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom

 Vom
 27. M

ärz 2020 （BG
Bl. I S. 569

） Art. 6 Abs. 2. 

同
項
は
当

初
、
コ
ロ
ナ
対
処
法
の
廃
止
予
定
日
を
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
三
一
日
と
し
て
い
た
。
泉
眞
樹
子
「【
ド
イ
ツ
】
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
関
連
法
」
外
国
の
立
法
二
八
三
―
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
七
頁
参
照
。
そ
の
後
、
同
項
は
、G

esetz zur Errichtung eines Sonderver-
m
ögens „Aufbauhilfe 2021

“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht w
egen Starkregenfällen und  

H
ochw

assern im
 Juli 2021 sow

ie zur Änderung w
eiterer G

esetze （Aufbauhilfegesetz 2021 - AufbhG
 2021

） Vom
 10. Septem

ber 
2021 

（BG
Bl. I S. 4147

） Art. 16

に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
（
二
〇
二
一
年
九
月
一
四
日
公
布
、
翌
日
発
効
）、
コ
ロ
ナ
対
処
法
の
廃
止
予
定
日
を
、

二
〇
二
二
年
八
月
三
一
日
ま
で
延
長
し
た
。
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（
42
）  H

ennrichs/Pöschke, a. a. O. 

（Fn. 23

）, 

§ 175 Rn. 21. 

た
だ
し
、
同
書
は
、
年
度
決
算
書
が
利
益
処
分
決
議
の
た
め
の
重
要
な
判
断
根
拠

と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
会
が
年
度
決
算
書
を
確
定
す
る
場
合
（
株
式
法
一
七
二
条
）
に
も
、
当
該
年
度
決
算
書
の
受
理
に

関
す
る
審
議
（
株
式
法
一
七
五
条
一
項
）
と
貸
借
対
照
表
利
益
の
処
分
に
関
す
る
審
議
（
株
式
法
一
七
四
条
一
項
）
は
、
併
合
し
て
行
う
の
が
好

ま
し
い
と
す
る
（ibid., Rn. 21

）。

（
43
）  Abschlag

の
訳
は
、
早
川
（
前
掲
・
注
（
25
））
二
二
三
頁
に
よ
っ
た
。

（
44
）  H

enze in H
opt/W

iedem
ann, Aktiengesetz G

roßkom
m
entar, 4. neubearb. Aufl., Bd. 2, 2009, 

§ 59 Rn. 11.

（
45
）  Cahn in H

enssler, beck-online.G
RO

SSKO
M

M
EN

TAR AktG, Stand: 01.02.2022, 

§ 59 Rn. 16.

（
46
）  Cahn in Spindler/Stilz, Kom

m
entar zum

 Aktiengesetz, 4. Aufl., Bd. 1, 2019, 

§ 59 Rn. 4.

（
47
）  

た
だ
し
、
コ
ロ
ナ
対
処
法
（
前
掲
・
注
（
41
））
一
条
四
項
は
、
取
締
役
は
、
定
款
の
授
権
が
な
く
と
も
、
ド
イ
ツ
株
式
法
五
九
条
二
項
に
基

づ
い
て
、
一
部
配
当
金
の
支
払
を
決
定
で
き
る
と
し
て
、
要
件
を
緩
和
す
る
。Koch, a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 59 Rn. 6.

（
48
）  Siebel/G

ebauer, Interim
sdividende, AG

 1999, 390; Cahn, a. a. O. 

（Fn. 46

）, 

§ 59 Rn. 9, 19; Bayer in M
ünchener Kom

m
entar 

zum
 Aktiengesetz, 5. Aufl., Bd. 1, 2019, 

§ 59 Rn. 7; Koch, a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 59 Rn. 1.

（
49
）  Koch in M

ünchener Kom
m
entar zum

 Aktiengesetz, 5. Aufl., Bd. 4, 2021, 

§ 257 Rn. 2.

（
50
）  Koch, a. a. O. （Fn. 49

）, 

§ 253 Rn. 1.

（
51
）  

株
式
法
二
五
六
条
一
〜
五
項
は
、「
年
度
決
算
書
は
、
…
…
の
場
合
に
（
の
み
）
無
効
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
。
か
か
る
文
言
に
忠

実
に
説
明
す
る
な
ら
ば
、
同
条
一
〜
五
項
は
、
年
度
決
算
書
の
無
効
事
由
を
定
め
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
判
例
お

よ
び
学
説
に
お
い
て
は
、
同
条
一
〜
五
項
が
定
め
る
の
は
、
厳
密
に
は
、
年
度
決
算
書
の
確
定
の
た
め
の
行
為
全
体
（
た
と
え
ば
、
取
締
役
お
よ

び
監
査
役
会
が
年
度
決
算
書
を
確
定
す
る
場
合
に
は
、
取
締
役
か
ら
監
査
役
会
へ
の
年
度
決
算
書
の
提
出
〔
株
式
法
一
七
〇
条
一
項
〕、
監
査
役

会
に
よ
る
承
認
〔
同
法
一
七
一
条
二
項
四
文
三
項
〕
を
含
む
）
の
無
効
事
由
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。BG

H
Z 124, 111, 116; 

Koch, a. a. O. （Fn. 49

）, 

§ 256 Rn. 6; Bezzenberger in H
irte/M

ülbert/Roth, Aktiengesetz G
roßkom

m
entar 5. neubearb. Aufl., Bd. 

12, 2020, 

§ 256 Rn. 1. 

そ
こ
で
本
稿
は
、
か
か
る
理
解
に
従
い
、
株
式
法
二
五
六
条
に
基
づ
く
無
効
（
事
由
）
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
は
、

年
度
決
算
書
確
定
の
無
効
（
事
由
）
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
52
）  Koch, a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 256 Rn. 1.

（
53
）  

以
下
に
述
べ
る
同
条
の
内
容
の
説
明
に
つ
き
、Koch, a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 256 Rn. 6 -27a. 

邦
語
文
献
と
し
て
、
高
橋
（
前
掲
・
注
（
23
））
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二
九
〇
頁
、
久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
一
九
〜
三
二
一
頁
参
照
。

（
54
）  

久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
一
頁
。

（
55
）  

学
説
お
よ
び
裁
判
例
の
状
況
は
、
以
下
に
述
べ
る
も
の
の
ほ
か
、
久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
二
頁
注
一
五
参
照
。

（
56
）  Koch, a. a. O. （Fn. 49

）, 

§ 256 Rn. 59.
（
57
）  BG

H
Z 83, 341, 347, 349f.

（
58
）  O

LG
 H

am
m
 BB 1991, 2122, 2123.

（
59
）  O

LG
 Frankfurt AG

 2009, 542, 548.

（
60
）  

自
己
資
本
は
、
引
受
済
資
本
、
資
本
準
備
金
、
利
益
準
備
金
、
繰
越
利
益
、
年
度
損
益
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
ド
イ
ツ
商
法
二
六
六
条
三
項
）。

（
61
）  LG

 M
ünchen I BB 2007, 2510, 2511.

（
62
）  LG

 Frankfurt N
ZG

 2009, 149,150.

（
63
）  

な
お
、LG

 Frankfurt a.M
. AG

 2002, 297

は
、
過
大
評
価
が
貸
借
対
照
表
利
益
の
額
へ
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
過
大
評
価
の
額

が
貸
借
対
照
表
の
合
計
額
の
一
％
に
満
た
な
い
点
に
着
目
し
て
、
重
要
性
を
否
定
し
た
。

（
64
）  Koch, a. a. O. （Fn. 33

） 

§ 256 Rn. 25.

（
65
）  Koch, a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 256 Rn. 25.

（
66
）  Jansen in H

enssler, a. a. O. （Fn. 45
）, 
§ 256 Rn. 67.

（
67
）  Rölike in Spindler/Stilz, a. a. O. （Fn. 40
）, 
§ 256 Rn. 65.

（
68
）  

同
条
の
邦
訳
に
際
し
て
は
、
早
川
（
前
掲
・
注
（
25
））
三
〇
六
〜
三
〇
七
頁
、
久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
一
八
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
69
）  

な
お
、
同
規
定
は
、
有
限
会
社
（G

m
bH

）
に
お
い
て
も
類
推
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。O

LG
 H

am
m
 AG

 1992, 233, 234; Koch, 
a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 253 Rn. 1; Stilz/Schum
ann, in H

enssler, a. a. O. （Fn. 45

）, 

§ 253 Rn. 4.

（
70
）  

取
締
役
は
、
遅
く
と
も
決
算
日
後
一
年
以
内
に
、
年
度
決
算
書
を
、
電
子
連
邦
官
報
（elektrische Bundesanzeiger

）
の
運
営
者
に
対
し
て

電
磁
的
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ド
イ
ツ
商
法
三
二
五
条
一
項
一
ａ
項
一
文
二
項
）。
こ
の
点
に
つ
き
、
高
橋

（
前
掲
・
注
（
23
））
二
八
八
頁
。
な
お
、
本
文
の
と
お
り
、
株
式
法
二
五
六
条
六
項
一
文
は
、
無
効
主
張
が
可
能
な
期
間
（
六
か
月
）
の
起
算
点

を
、
年
度
決
算
書
の
公
告
の
時
点
と
す
る
が
、G

esetz zur U
m
setzung der D

igitalisierungsrichtlinie 

（D
iRU

G

） Vom
 5. Juli 2021 

（BG
Bl. I S. 3338

） Art. 18 N
r. 6

に
よ
る
改
正
後
（
二
〇
二
二
年
八
月
一
日
発
効
）
は
、
企
業
登
記
簿
（U

nternehm
ensregister

）
へ
の
、
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年
度
決
算
書
の
登
記
時
に
改
め
ら
れ
る
（
同
改
正
株
式
法
二
五
六
条
六
項
一
文
）。

（
71
）  Stilz in Spindler/Stilz, a. a. O. 

（Fn. 40

）, 

§ 253 Rn. 19; Koch, a. a. O. 

（Fn. 33

）, 

§ 253 Rn. 7; Koch, a. a. O. 

（Fn. 49

） 

§ 253 Rn. 
12.

（
72
）  Stilz in Spindler/Stilz, a. a. O. （Fn. 40

）, 

§ 253 Rn. 14; Koch, a. a. O. （Fn. 49

）, 

§ 253 Rn. 9.
（
73
）  Koch, a. a. O. （Fn. 49

）, 

§ 253 Rn. 1; Stilz/Schum
ann in H

enssler, a. a. O. （Fn. 45

）, 

§ 253 Rn. 2.

（
74
）  
慶
應
義
塾
大
学
商
法
研
究
会
〔
訳
〕『
西
独
株
式
法
』（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
六
九
年
）
三
九
八
頁
。
同
様
に
、
年
度
決
算
書
の

確
定
決
議
と
、
貸
借
対
照
表
利
益
処
分
決
議
と
の
関
連
性
を
根
拠
と
し
て
、
株
式
法
二
五
三
条
一
項
一
文
の
立
法
趣
旨
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も

の
と
し
て
、W

aclawik in H
ölters/W

eber, Aktiengesetz, 4. Aufl., 2022, 

§ 253 Rn. 8 -9.

（
75
）  Stilz in Spindler/Stilz, a. a. O. （Fn. 40

）, 

§ 253 Rn. 1; Koch, a. a. O. （Fn. 33

）, 

§ 253 Rn. 1; Stilz/Schum
ann, in H

enssler, a. a. O. 

（Fn. 45

）, 

§ 253 Rn. 2.

（
76
）  

以
下
で
ま
と
め
るBezzenberger

の
所
説
に
つ
き
、Bezzenberger, D

ie N
ichtigkeit des Jahresabschlusses 

（
§ 256 AktG

）, W
M

 
2020, 2093

参
照
。
な
お
、
同
説
は
、Bezzenberger, a. a. O. （Fn. 51

）, 

§ 256 Rn. 4a, 17 -29, 18, 69a, 89, 237

に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て

い
る
。

（
77
）  

原
文
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
銀
行
や
フ
ァ
ン
ド
な
ど
、
資
金
需
要
者
と
資
金
供
給
者
を
仲
介
す
る
者
を
指
す
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

（
78
）  

一
九
三
七
年
株
式
法
は
、
年
度
決
算
書
は
、
年
度
決
算
書
の
検
査
（
一
三
五
条
一
文
）
を
欠
く
場
合
（
二
〇
二
条
一
項
柱
書
）
の
ほ
か
、
以
下

の
場
合
に
限
り
無
効
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
執
行
委
員
会
ま
た
は
監
査
委
員
会
が
そ
の
採
択
に
適
切
に
協
力
し
な
か
っ
た
場
合
（
同

項
一
号
）、
公
的
有
限
責
任
会
社
の
性
質
に
そ
ぐ
わ
な
い
場
合
、
ま
た
は
年
度
決
算
書
の
内
容
が
、
会
社
の
債
権
者
保
護
の
た
め
、
ま
た
は
そ
の

他
の
公
益
の
た
め
に
排
他
的
ま
た
は
主
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
規
制
に
違
反
す
る
場
合
（
同
項
二
号
）、
年
度
決
算
書
の
内
容
が
公
序
良
俗
に

反
す
る
場
合
（
同
項
三
号
）
で
あ
る
。

（
79
）  

①
年
度
決
算
書
に
お
い
て
、
一
定
の
項
目
に
つ
き
著
し
く
過
小
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
ま
た
は
、
②
年
度
決
算
書
の
付
記

に
不
備
が
あ
り
、
か
つ
、
取
締
役
が
株
主
総
会
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
記
載
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
記
載
を
補
充
し
て
い
な

い
こ
と
、
お
よ
び
質
問
の
内
容
を
議
事
録
に
と
ど
め
る
よ
う
請
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
五
％
以
上
の
資
本
参
加
を
し
て

い
る
株
主
ま
た
は
五
〇
万
ユ
ー
ロ
以
上
の
額
面
額
の
株
式
を
有
す
る
株
主
に
よ
る
申
立
に
よ
り
、
裁
判
所
は
、
特
別
検
査
役
を
選
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
株
式
法
二
五
八
条
一
項
一
文
。
な
お
、
株
式
法
一
四
二
条
三
項
参
照
）。
特
別
検
査
役
は
、
検
査
結
果
に
つ
き
、
書
面
に
て
検
査
報
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告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
株
式
法
二
五
九
条
一
項
一
文
）。
特
別
検
査
役
は
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
際
し
て
、
項
目
の
過
大
評
価
、

年
度
決
算
書
の
項
目
分
類
や
様
式
に
関
す
る
違
反
を
確
認
し
た
と
き
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
項
二
文
）。

検
査
報
告
書
は
、
作
成
後
遅
滞
な
く
取
締
役
お
よ
び
登
記
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
（
同
項
三
文
、
一
四
五
条
六
項
三
文
）。
ま
た
、
取
締
役
は
、

各
株
主
に
対
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
検
査
報
告
書
の
謄
本
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
株
式
法
二
五
九
条
一
項
三
文
、
一
四
五
条
六
項

四
文
）。
さ
ら
に
、
取
締
役
は
、
検
査
報
告
書
を
監
査
役
会
に
提
出
し
、
か
つ
次
期
の
株
主
総
会
の
招
集
に
際
し
て
、
こ
れ
を
議
事
日
程
の
目
的

で
あ
る
事
項
と
し
て
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
株
式
法
二
五
九
条
一
項
三
文
、
一
四
五
条
六
項
五
文
）。
特
別
検
査
役
が
、
検
査
報
告
書
の

末
尾
の
結
論
部
分
（
株
式
法
二
五
九
条
二
項
参
照
）
に
お
い
て
、
項
目
が
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
述
し
、
か
つ
こ
れ
に
対
し
て
、
株
式

法
二
六
〇
条
一
項
所
定
の
期
間
内
に
、
裁
判
所
の
裁
判
を
求
め
る
申
立
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
期
間
の
満
了
後
に
提
出
さ
れ
る
最
初

の
年
度
決
算
書
の
当
該
項
目
に
は
、
特
別
検
査
役
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
価
額
ま
た
は
金
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
株
式
法
二
六
一
条
一

項
一
文
）。
そ
し
て
、
年
度
貸
借
対
照
表
の
個
々
の
項
目
に
つ
き
、
当
初
の
金
額
と
の
差
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
項
五
文
）。
当
該

差
額
の
総
額
は
、
貸
借
対
照
表
の
貸
方
お
よ
び
損
益
計
算
書
に
お
い
て
「
特
別
検
査
の
結
果
に
従
い
よ
り
高
い
評
価
を
し
た
こ
と
に
基
づ
く
収

益
」（Ertrag auf G

rund höherer Bew
ertung gem

äß dem
 Ergebnis der Sonderprüfung

）
と
し
て
、
区
分
し
て
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
同
項
六
文
）。

（
80
）  

さ
ら
に
、Bezzenberger

は
、
問
題
の
あ
る
過
去
の
年
度
決
算
書
の
誤
り
を
、
今
後
作
成
す
る
年
度
決
算
書
に
お
い
て
修
正
し
た
場
合
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
当
該
修
正
ま
で
に
、
真
実
の
貸
借
対
照
表
利
益
を
超
え
る
利
益
処
分
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
過
去
の
年
度
決
算
書
確

定
の
無
効
確
認
の
訴
え
は
、
権
利
保
護
の
必
要
性
（Rechtsschutzbedürfnis

）
が
も
は
や
存
在
し
な
い
た
め
、
認
め
ら
れ
な
い
と
も
指
摘
す
る
。

Bezzenberger, a. a. O. （Fn. 51

）, 

§ 256 Rn. 28, 29, 89, 237.

（
81
）  

久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
六
頁
。

（
82
）  

以
下
で
整
理
す
る
久
保
説
の
主
張
に
つ
き
、
久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
五
〜
三
三
〇
頁
。

（
83
）  

久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
八
頁
。

（
84
）  

倉
沢
（
前
掲
・
注
（
2
））
七
八
頁
、
八
二
頁
。

（
85
）  

久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
七
頁
。
近
時
は
、
配
当
性
向
を
は
じ
め
と
す
る
、
株
主
還
元
に
関
す
る
数
値
目
標
を
公
表
す
る
上
場
会
社
が

増
加
傾
向
に
あ
る
。
一
般
社
団
法
人
生
命
保
険
協
会
「
生
命
保
険
会
社
の
資
産
運
用
を
通
じ
た
「
株
式
市
場
の
活
性
化
」
と
「
持
続
可
能
な
社
会

の
実
現
」
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
二
年
）（https://w

w
w.seiho.or.jp/info/new

s/2022/pdf/20220415_4-all.pdf 

、
二
〇
二
二
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年
五
月
一
四
日
ア
ク
セ
ス
）
五
頁
参
照
。

（
86
）  

東
京
高
判
平
成
二
九
年
七
月
一
二
日
金
融
・
商
事
判
例
一
五
二
四
号
八
頁
（
フ
ジ
・
メ
デ
ィ
ア
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
主
総
会
決
議
取
消
請

求
事
件
）
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
株
主
の
し
た
事
前
質
問
に
つ
い
て
会
社
が
し
た
回
答
の
内
容
が
虚
偽
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
決
議

の
内
容
が
影
響
を
受
け
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
株
主
総
会
の
議
事
運
営
が
著
し
く
不
公
正
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
議
の
方
法
が
著
し
く
不
公
正

な
と
き
に
当
た
る
場
合
が
あ
り
得
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
」
る
と
判
示
し
た
。

（
87
）  
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
基
準
の
例
と
し
て
、
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
三
期
連
続
営
業
赤
字
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
場
合
は
、
原
則
と
し
て
配
当
議
案
に
反
対
し
、
例
外
と
し
て
、
財
務
基
盤
が
強
固
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
賛

成
す
る
と
し
て
い
る
。
同
社
「
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
と
し
て
の
議
決
権
行
使
（
国
内
株
式
）
の
考
え
方
〔
二
〇
二
二
年
四
月
改
定
〕」（
二
〇
二

一
年
）（https://w

w
w.sm

tam
.jp/file/62/votinggl_dom

.pdf

、
二
〇
二
二
年
五
月
一
四
日
ア
ク
セ
ス
）
一
二
頁
。
ま
た
、
Ｊ
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
・

ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、「
企
業
の
支
払
余
力
を
超
え
て
い
る
、
も
し
く
は
著
し
く
財
務
内
容
を
悪
化
さ
せ
る
」
配
当
議
案
に
は
、
反
対

票
を
投
じ
る
と
す
る
。
同
社
「
議
決
権
行
使
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
」（https://am

.jpm
organ.com

/jp/ja/asset-m
anagem

ent/per/ 
corporate-governance/proxy-voting/ 

、
二
〇
二
二
年
五
月
一
四
日
ア
ク
セ
ス
）。

　
　
　

議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
助
言
方
針
の
例
と
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
は
、「
配
当
性
向
が
あ
ま
り
に
高
く
、
財
務
の
健
全
性
に
悪
影
響
を
与
え
う
る
場

合
」
に
、
配
当
議
案
へ
の
反
対
推
奨
を
行
う
と
す
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｓ
「
二
〇
二
二
年
版 

日
本
向
け
議
決
権
行
使
助
言
基
準
」（
二
〇
二
二
年
）

（https://w
w
w.issgovernance.com

/file/policy/active/asiapacific/Japan-Voting-G
uidelines-Japanese.pdf 

、
二
〇
二
二
年
五
月
一
四

日
ア
ク
セ
ス
）
四
頁
。
ま
た
、
グ
ラ
ス
・
ル
イ
ス
は
、
原
則
と
し
て
会
社
の
配
当
政
策
を
支
持
す
る
と
し
つ
つ
、
グ
ラ
ス
・
ル
イ
ス
が
配
当
議
案

を
精
査
す
る
際
に
は
、
会
社
の
配
当
方
針
に
加
え
、
過
去
数
年
間
に
お
け
る
現
金
の
保
有
状
況
、
資
本
構
成
、
業
績
、
株
主
還
元
な
ど
を
考
慮
し
、

上
程
さ
れ
て
い
る
配
当
金
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
と
し
て
い
る
。
グ
ラ
ス
・
ル
イ
ス
「
二
〇
二
二
年
議
決
権
行
使
助
言
方
針
」（
二
〇
二
二
年
）

（https://w
w
w.glasslew

is.com
/w

p-content/uploads/2022/02/%
E6%

97%
A
5%

E6%
9C%

AC-Japan-2022-Voting-G
uidelines-in- 

Japanese.pdf

、
二
〇
二
二
年
五
月
一
四
日
ア
ク
セ
ス
）
一
三
〜
一
四
頁
。

（
88
）  

久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
九
〜
三
三
〇
頁
。

（
89
）  

久
保
（
前
掲
・
注
（
4
））
三
二
八
頁
。

（
90
）  

計
算
書
類
の
作
成
（
会
社
法
四
三
五
条
）
は
業
務
執
行
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
権
限
は
、
業
務
執
行
権
限
を
有
す
る
機
関
で
あ

る
取
締
役
会
（
会
社
法
三
六
二
条
二
項
一
号
）
に
帰
属
す
る
と
解
さ
れ
る
。
宮
島
司
『
新
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス
〔
第
四
版
補
正
版
〕』（
弘
文
堂
、



計算書類の内容の違法と剰余金配当決議の有効性

41

二
〇
一
五
年
）
三
五
七
頁
参
照
。

（
91
）  

取
締
役
会
の
決
議
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
決
議
は
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
〔
第
八
版
〕』（
有
斐
閣
、

二
〇
二
一
年
）
四
三
九
頁
、
田
中
亘
『
会
社
法
〔
第
三
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
）
二
三
七
頁
。

〔
付
記
〕　

本
研
究
は
、
公
益
財
団
法
人
升
本
学
術
育
英
会
に
よ
る
研
究
助
成
を
受
け
て
行
わ
れ
た
。

大
島
　
一
輝
（
お
お
し
ま　

か
ず
き
）

所
属
・
現
職　

千
葉
経
済
大
学
講
師

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

所
属
学
会　
　

日
本
私
法
学
会

専
攻
領
域　
　

商
法

主
要
著
作　
　
「
計
算
書
類
の
内
容
の
違
法
と
後
続
期
の
計
算
書
類
の
承
認
決
議
の
有
効
性
」『
法
学

政
治
学
論
究
』
第
一
二
〇
号
（
二
〇
一
九
年
）

　
　
　
　
　
　
「
計
算
書
類
承
認
決
議
の
取
消
と
後
続
期
の
計
算
書
類
の
承
認
決
議
の
有
効
性
」『
法

学
政
治
学
論
究
』
第
一
二
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
「
継
続
開
示
書
類
の
虚
偽
記
載
に
お
け
る
会
社
の
罰
金
・
課
徴
金
と
会
社
法
四
二
三

条
一
項
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
二
九
号
（
二
〇
二
一
年
）


